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七十七銀行は、宮城県のリーディングバンクとして、明治11年の創業以来永きに

 

わたり地域の皆さまと共に歩んでまいりました。昭和36年に経営の基本理念として

 

制定し、現在も行動の規範として役職員に浸透している「行是」では、「自己の利

 

益と公共の利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する」旨を謳っておりま

 

す。また、そのなかでも「奉仕の精神の高揚」を第一に掲げて、地域社会の繁栄の

 

ために奉仕する姿勢を説いております。

当行は、こうした基本理念のもと、地域社会の持続的な発展のために、リーダー

 

シップを発揮して、社会的責任を果たし、地域社会と共生する企業となることを目

 

指しております。また、東日本大震災からの地域社会・経済の一日も早い復興・再

 

生に向け、全力で取り組んでおります。

 

具体的には、地域への円滑な資金供給とお客さまのニーズに合わせた商品・サー

 

ビスの提供を行っているほか、地域経済の活性化のために、企業活動のサポートや

 

各種情報の提供を行っております。さらに、地域社会の一員として、地域の自然環

 

境を保全し環境負荷の軽減を図るなど、環境問題への取組みを積極的に推進してい

 

るほか、地域社会との交流や文化活動の後援、社会福祉活動等、社会貢献活動に継

 

続的に取り組んでおります。

 

七十七銀行は、「行是」の理念を全うするために、地域社会への貢献を積極的に

 

行い、その内容を地域の皆さまに十分にご理解いただけるよう今後とも努力してま

 

いります。

－ 1 －

○ 地域貢献に関する考え方

行 是

銀行の使命は、信用秩序の維持と預金者保護の精神を旨とし、自らの創

 

意と責任において資金の吸収と信用の創造を行ない、もって国民経済の発

 

展に寄与することにある。
この公共的使命に基づき、当行は地方銀行として、自己の利益と公共の

 

利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する。
以上の理念に立脚し、ここに当行に職を奉ずるもののよるべき軌範を定

 

める。

一．奉仕の精神の高揚
銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕

 

の精神の高揚につとめる。
一．信用の向上

銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。
一．和協の精神の涵養

和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養に

 

つとめる。



第第ⅠⅠ部部

地域密着型金融の推進地域密着型金融の推進

－ 2 －

（平成29年3月31日現在）



■地域密着型金融の推進に関する基本的な方針

「地域密着型金融」とは、「お客様との親密な長いお付き合いの中で蓄積してきた情報

 

を基に行っていく銀行取引」のことです。当行の地域密着型金融の推進に関する基本的な

 

理念は、「地域貢献に関する考え方」（Ｐ1）に記載した行是の理念そのものであり、行動

 

の規範として役職員に深く浸透しております。

七十七銀行では、こうした基本的な理念に基づき、平成27年4月よりスタートした中期経

 

営計画においても、以下のとおり「当行が目指す銀行像」として、「地域と共に成長し、

 

地域から最も頼りにされる『価値創造銀行』」を掲げております。

地域と共にある金融機関として、これまで同様、国や地方自治体と一体となって、地域

 

社会・経済の発展に貢献してまいります。

－ 3 －

１．地域密着型金融の推進

■

 

当行が目指す銀行像
「地域と共に成長し、地域から最も頼りにされる『価値創造銀行』」

■ 期

 

間

３年間【平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日】

■

 

基本方針

（１）震災復興支援の強化

（２）収益基盤の強化

（３）地域価値の向上

（４）ＭＥＪＡＲへの円滑な移行と活用

○創業・新規事業支援の強化

○事業再生・経営改善支援への積極的な関与

○事業承継・相続対策への対応

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

○情報ネットワークの強化・活用

○地方創生への貢献

○積極的なリスクテイクによる震災復興に資する案件の組成

○事業性評価を活用した円滑な資金供給

■平成29年度地域密着型金融推進の主な施策

中期経営計画「ＶＡＬＵＥ

 

ＵＰ

 

～価値創造への挑戦～」
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○事業支援・経営改善支援機能等の強化

１．地域密着型金融の推進

実

 

績：創業・新規事業支援件数：171件

うち創業関連制度融資実行実績：144件／726百万円）

■平成28年度地域密着型金融推進の取組状況

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

○創業・新規事業支援機能等の強化

宮城県や仙台市における創業・新規事業関連融資制度を活用した資金供給のほか、
外部支援機関と連携し、事業計画作成支援や補助金申請支援を行うなど、投融資以
外のサポートも積極的に行いました。

○事業承継、相続対策ニーズへの積極対応
事業承継や相続に関する相談に積極的に対応し、自社株評価や相続税の概算計算

を活用して、解決の方向性を提案する活動を強化いたしました。
また、行員向けに「事業承継・Ｍ＆Ａ提案力強化研修会」を開催するなど、行員

の相談対応力の向上に努めました。

実

 

績：事業承継・相続提案件数：562件

自社株評価を活用した事業承継スキーム提案件数：378件

うち成約件数：16件

経営改善支援取組み率：34.2％

　＝経営改善支援取組み先数2,337件／期初債務者数6,841先〔正常先を除く〕

ランクアップ率：9.8％

　＝ランクアップ先数229先／経営改善支援取組み先数2,337先〔正常先を除く〕

再生計画策定率：40.1％

　＝再生計画策定先937先／経営改善支援取組み先数2,337先〔正常先を除く〕

 ＜経営改善支援等の取組み実績＞

 要注意先(要管理先を除く) 先 先 先 先

 要管理先 先 先 先 先

 破綻懸念先 先 先 先 先

 実質破綻先 先 先 先 先

 破綻先 先 先 先 先

 合　計 先 先 先 先

 ＜再生計画策定先内訳＞

先 先

先 先

先 先

 合　計 先 先937

12

47

67

171 8

0

937

7

106

うち平成
28年度
策定先

 中小企業再生支援協議会の活用による再生計画策定先

692

60

179

6

 当行独自の再生計画策定先

13

6,841

0

2,337

0

229

660

 債権買取機関の活用による再生計画策定先

552

199

1,787

136

399

15

期初
債務者数

うち経営
改善支援
取組み先

うちランク
アップ先数

先  数

うち再生
計画策定先

173

21

28

5,815

262



－

 

5 －

１．地域密着型金融の推進

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

実

 

績：ＡＢＬ（動産担保融資）取扱件数：36件

○事業性評価への取組み

実

 

績：復興私募債取扱件数：2件

○資金供給手段多様化への取組強化

中小企業の皆さまに対し円滑な資金供給を行うため、過度に担保・保証に頼らず

 

とも資金調達が可能である動産担保を活用した融資や、震災からの復旧・復興に取

 

り組む企業を対象とした復興私募債などを推進いたしました。

また、新たな資金調達手法として注目されるクラウドファンディングを取扱うほ

 

か、七十七キャピタル㈱を設立し、様々なライフステージにある企業に対し、当行

 

グループが主体的に成長マネーの供給に取り組んでおります。七十七キャピタル㈱

 

は、当行とともに組成した「７７ニュービジネス投資事業有限責任組合（通称：

７７ニュービジネスファンド）」を活用し、東北地域を中心に事業を行う企業に対

 

し、主に資本性資金の供給を通じてその成長を支援し、地方創生への貢献および地

 

域経済の活性化を図ることを目的に投資しております。

地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なラ

 

イフステージにある企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価し、円滑な資金

 

供給や課題解決策の提供を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

○ビジネス商談会の開催
平成28年度は、国内4回、海外8回の計12回商談会を開催いたしました。ビジネス

 

商談会による情報提供を中心としたビジネスマッチング情報の積極的な提供により、

 

お取引先の皆さまの販路拡大に貢献いたしました。

実

 

績：ビジネスマッチング情報提供件数（国内）：3,073件

○行員の目利き能力の向上

中小企業に対する融資判断に際し、赤字、債務超過等の事象のみで画一的に判断

 

することなく、経営実態や特性を踏まえた判断を行うことができるよう、行員向け

 

に事業性評価トレーニーや、融資力向上のための「個人重点指導」を実施するなど、

 

行員の目利き能力の向上に取り組んでおります。

実

 

績：７７ニュービジネスファンド投資件数：4件



同比率 同比率

製 造 業 4,710 1,796 38.1% 1,726 1,376 79.7%

農 業 、 林 業 65 58 89.1% 180 169 93.9%

漁 業 49 48 99.0% 44 42 95.5%

鉱業、採石業、砂利採取業 31 8 27.9% 19 16 84.2%

建 設 業 1,514 1,322 87.3% 2,952 2,801 94.9%

電気･ガス･熱供給･水道業 1,392 1,170 84.1% 122 102 83.6%

情 報 通 信 業 282 81 28.8% 184 166 90.2%

運 輸 業 、 郵 便 業 1,258 670 53.3% 534 465 87.1%

卸 売 業 、 小 売 業 4,052 2,920 72.1% 3,011 2,640 87.7%

金 融 業 、 保 険 業 2,868 783 27.3% 114 59 51.8%

不動産業、物品賃貸業 8,518 4,863 57.1% 5,027 4,282 85.2%

そ の 他 サ ー ビ ス 業 3,256 2,650 81.4% 4,152 3,803 91.6%

地 方 公 共 団 体 6,378 5,393 84.6% 85 61 71.8%

そ の 他 10,124 9,774 96.5% 159,897 154,874 96.9%

合 計 44,503 31,544 70.9% 178,047 170,856 96.0%

(単位：億円、先)

うち宮城
県内向け

貸出金
残  高

貸出先数 うち宮城
県内向け

七十七銀行は、地域への円滑な資金供給と利用者の皆さまのニーズに合わせた商品・

 

サービスの提供のため、お客さまからお預りした預金等を、以下のように運用しており

 

ます。

貸出金の業種別宮城県

 

内向け割合をみると、貸

 

出 金 残高ベースでは14

 

業

 

種中8業種において宮城県

 

内向けが7割以上となって

 

おります。また、貸出先

 

数ベースでは「金融業、保

 

険業」を除くすべての業種

 

で宮城県内向けが7割を超

 

えております。このよう

 

に当行は、宮城県内のそ

 

れぞれの業種に対して、

 

資金供給者として重要な

 

役割を担っております。

－
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業種別貸出金の状況

※業種別の貸出金残高の内訳は単位未満切捨て

＜平成29年3月末＞

２．地域への信用供与の状況

（１）貸出業務全般

※本表の「預り資産」は、投資信託、保険、公共債の合計額を記載しており、

外貨預金を除いております。なお、投資信託、保険、公共債は、当行の運用

資産ではありません。

お
客
さ
ま

＜平成29年3月末＞

お
客
さ
ま

地域貢献地域貢献

七
十
七
銀
行

株主の皆さま

中小企業
支援

個人向け
貸出

創業・
新規事業

支援

地域経済
活性化

貸出金残高
４兆４,５０３億円

うち宮城県内
３兆１,５４４億円

（７０．９％）

有価証券残高
３兆２,４２６億円

預金・譲渡性
預金残高

７兆８,２１４億円

うち宮城県内
７兆３,３６０億円

（９３．８％）

預り資産※

５,８３４億円

うち宮城県内
５,５３５億円

（９４．９％）

法
人
の
お
客
さ
ま

個
人
の
お
客
さ
ま

地
方
公
共
団
体純資産の部

４,６３０億円

個
人
の
お
客
さ
ま

法
人
の
お
客
さ
ま

地
方
公
共
団
体

震災復興
支援



当行の貸出金のうち、約7割が宮城県内向け貸出となっております。また、宮城県内におけ

 

る当行の貸出金シェアは約43％（平成29年3月末現在)と高い割合を占めております。

－ 7 －

※農漁協は含まれておりません。

宮城県内向け貸出金の状況

＜参

 

考＞

２．地域への信用供与の状況

《宮城県内貸出金残高、
        　県内貸出金比率の推移》

31,544
30,27229,177

42,277 43,579 44,503

70.969.569.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

27年3月末 28年3月末 29年3月末

億円

0
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％

宮城県以外向け貸出金

宮城県内向け貸出金

県内貸出金比率

《宮城県内貸出金シェア(平成29年3月末)》

都銀等
12.5%

第二地銀
13.6%

信金
7.4%

地銀
14.9%

信託
2.2%

その他
6.9%

七十七銀行
42.5%



《中小企業向け貸出先数(平成29年3月末)》

中小企業向け
15,698

中小企業向け
17,495

0 5,000 10,000 15,000

うち県内
貸出先数

貸出先数

《中小企業向け貸出金残高(平成29年3月末)》

中小企業向け
16,452

中小企業向け
12,445

0 10,000 20,000 30,000 40,000

うち県内
貸出金

貸出金

当行の貸出は、残高ベースで約4割が中小企業のお客さま向けとなっております。また、

 

貸出先数(個人、地方公共団体を除く)では、貸出先の約97％が中小企業のお客さまです。

 

当行は、地域金融機関として中小企業金融の円滑化への取組みは経営の根幹であると認

 

識し、お客さまからのご相談・お申込に積極的に対応するため、全営業店に震災復興・金

 

融円滑化「融資ご相談窓口」を設置し、地元中小企業への安定的な資金供給と継続的な支

 

援に努めております。

－ 8 －

中小企業向け貸出金の状況

貸出金
44,503

県内貸出金
31,544

貸出先数
18,065

県内貸出先数
15,921

37.0％

39.5％

先

96.8％

98.6％

２．地域への信用供与の状況

（２）中小企業向け貸出業務

億円

（単位：億円、先）

同比率 同比率

平成28年3月末 43,579 15,195 34.9% 17,563 16,989 96.7%

うち宮城県内向け 30,272 11,300 37.3% 15,597 15,377 98.6%

平成29年3月末 44,503 16,452 37.0% 18,065 17,495 96.8%

うち宮城県内向け 31,544 12,445 39.5% 15,921 15,698 98.6%

貸出先数
(個人､地方公

共団体除く)

うち中小
企業向け

うち中小
企業向け

貸出金
残  高



《地方公共団体制度融資
　取扱件数(平成29年3月末)》

当行
11,462 17,777

0 10,000 20,000 30,000

件

《地方公共団体制度融資
　取扱残高(平成29年3月末)》

当行
1,085  1,433

0 1,000 2,000 3,000

億円

《宮城県信用保証協会
　保証件数(平成29年3月末)》

当行
13,352

  
21,373

0 10,000 20,000 30,000 40,000

件

《宮城県信用保証協会
　保証残高(平成29年3月末)》

当行
1,262  1,800

0 1,000 2,000 3,000 4,000

億円

当行は、宮城県信用保証協会と連携し同協会保証付貸出を推進しております。同協会保

 

証付貸出における当行の取扱シェアは残高で約41％、件数で約39％となっております。

 

また、地方公共団体の制度融資も積極的に推進しており、当行の取扱シェアは残高で約

 

43％、件数で約39％となっております。

※事業者カードローン残高は極度額を記載しています。

－ 9 －

宮城県信用保証協会付貸出・地方公共団体制度融資への取組状況

他金融機関

他金融機関 他金融機関

41.2%

43.1% 39.2%

２．地域への信用供与の状況

38.5%

他金融機関

取扱件数
(件)

残　高
(億円)

宮城県中小企業経営安定資金
（経営力強化保証融資含む）

5,984 736

仙台市中小企業育成資金
（経営力強化保証融資含む）

1,846 172

市町村中小企業振興資金 1,984 86

99 28

16 8

5 4

1,120 194

（うち国の制度) 58 9
（うち県の制度） 677 130
（うち市の制度） 385 55

1,044 60

中小企業の保有する流動資産（売掛債権または棚卸
資産）を譲渡担保とし、ご融資いたします。

純資産が１億円以上の中小企業が発行する社債に銀行
と共同保証します。なお、財務要件を満たす必要があり
ます。

認定経営革新等支援機関による事業計画の策定支援
や継続的な経営支援を通じ、経営力の強化を図る中小
企業のお客さまにご利用いただけます。

宮城県内の中小企業を対象とし、一般資金と流動資産
担保活用資金、セーフティネット資金に区分されます。
仙台市内の中小企業を対象とし、振興資金と経済変動
対策資金に区分されます。
市町村の制度要綱に基づき、市町村長が認める企業を
対象とした制度融資です。

東日本大震災にて被災され、特定被災区域内に事業所
を有する方にご利用いただけます。

ご契約極度額の範囲内であれば、いつでも自由にお使
いいただけます。

《主な保証協会保証付融資商品と当行取扱状況(平成29年3月末)》

事業者カードローン(県信保口)
(制度名:事業者カードローン
　　　　当座貸越根保証)

商品名（制度名）

主

な

地

方

公

共

団

体

制

度

融

資

商

品

東日本大震災復興緊急保証融資

中小企業特定社債保証

流動資産担保融資保証制度
（ＡＢＬ保証制度）

経営力強化保証融資

商品の概要等



－
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２．地域への信用供与の状況

当行では、保証協会保証付貸出に加え、中小企業のお客さま向けに次のような融資商

 

品を取り揃え、中小企業金融の円滑化に取り組んでおります。

また、様々なライフステージにあるお客さまの事業内容や成長可能性などを適切に評

 

価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に積極的に取り組んでおり、

 

お客さまの持続的な成長・発展ならびに地域経済の活性化に貢献してまいります。

中小企業向け融資商品等

※なお上記以外にも、研究開発、起業、事業再編、環境・エネルギー事業、医療・介護・

健康関連事業等にご利用いただける「７７成長基盤支援ファンド」などの商品をお取扱

いしております。

県内
比率

７７パートナー
スペシャルファンド

一定の財務要件を満たす優良企業を対象とした商品で
す。融資期間中の財務指標の変化に応じて金利を変更す
る財務制限条項をつけており、同条項を活用することで
担保を不要とするとともに、低利の固定金利資金を提供
しております。

349 112 94.5%

７７パートナー
チャレンジファンド

一定の財務要件を満たす中堅・中小企業を対象とした無
担保の固定金利商品です。

2,022 280 84.2%

七十七社会貢献活動
支援ローン

環境保護関連活動、育児支援関連活動など、社会貢献活
動にかかる資金としてご利用いただける融資商品です。

11 3 100.0%

７７医療・福祉
ローン

病院や診療所、老人福祉施設などを対象とした融資商品
です。

900 675 79.6%

７７アグリパートナー
５０

農業法人および農業を営む個人のお客さま向けの無担保
の融資商品です。融資金額は最大５千万円、融資期間は
最大７年であり、運転資金・設備資金にご利用いただけ
ます。

1 0.1 100.0%

７７アグリビジネス
ローン

<アクティブ>

農業法人および農業を営む個人のお客さま向けの「ス
ピード回答」「無担保」の融資商品で、運転資金・設備
資金にご利用いただけます。
※オリックス㈱の保証がご融資の際に必要になります。

23 0.5 100.0%

７７アグリビジネス
ローン

<美の里>

宮城県内における農業法人および農業を営む個人のお客
さま向けの融資商品です。融資金額は最大1億円、融資
期間は運転資金５年・設備資金２５年でご利用いただけ
ます。

21 1 100.0%

オリックス株式会社の保証のついた融資商品です。融資
期間は最長７年で、運転資金・設備資金のほか、決算・
賞与資金にもご利用いただけます。
注．平成27年10月1日より＜アクティブ30＞および＜ア
クティブ10＞は＜アクティブ＞として商品内容を改定し
ています。

７７ビジネスローン
<アクティブ>

197 20 94.1%

《主な融資商品と取扱状況(平成29年3月末)》

商品名 商品の概要等
取扱
件数
（件）

残高
(億円)



《個人向け貸出先数(平成29年3月末)》

個人向け
159,897

個人向け
154,874

0 50,000 100,000 150,000 200,000

うち県内
貸出先数

貸出先数

先

《個人向け貸出金残高(平成29年3月末)》

個人向け
10,125

個人向け
9,775

0 10,000 20,000 30,000 40,000

うち県内
貸出金

貸出金残高

億円

当行の個人向け貸出比率は残高ベースで約23％となっております。なお、宮城県内に

 

おいては、残高の約31％が個人向けとなっております。

－

 

11 －

個人向け貸出金の状況

貸出先数
178,047

89.8％

県内貸出先数
170,856

90.6％

２．地域への信用供与の状況

（３）個人向け貸出業務

貸出金
44,503

県内貸出金
31,544

22.8％

31.0％

同比率 同比率

平成28年3月末 43,579 9,316 21.4% 161,525 143,877 89.1%

うち宮城県内向け 30,272 9,023 29.8% 154,909 139,251 89.9%

平成29年3月末 44,503 10,125 22.8% 178,047 159,897 89.8%

うち宮城県内向け 31,544 9,775 31.0% 170,856 154,874 90.6%

（単位：億円、先）

貸出先数うち
個人向け

うち
個人向け

貸出金
残  高



－ 12 －

２．地域への信用供与の状況

個人向け融資商品の取扱状況

当行では、次のような融資商品を取り揃え、個人のお客さまの様々な資金ニーズに対応し

 

ております。

注１．当行のクイックカードローン商品である「７７モビットα」は平成25年10月１日より、

商品内容を拡充のうえ、商品名を「７７スマートネクスト」に変更しております。

注２．７７スマートネクストの残高には、「７７モビット」（平成22年4月19日に取扱停止）

の残高を含んでおります。

県内
比率

住宅の新築・増改築、建売住宅・マンション・土地の購入
など住まいづくりのための資金調達、または他の金融機関
で借入れしている住宅ローンのお借換えを目的としたロー
ンです。また、集団移転促進事業における借地上に建物を
建設する方を対象に、建物のみを担保とする、専用の住宅
ローン「七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転・借地
型）」をお取扱いしております。

9,688 96.6%

ご自宅の資産価値を活かし、「住宅の新築・購入・お借換
え・リフォーム資金等」、「住宅の新築等に伴う土地の取
得および造成資金等」、「お子さま世帯等が居住する住宅
の新築・購入資金等」、「サービス付高齢者向け住宅の入
居一時金等」の、住宅に関連する資金のお借入が可能で、
ご返済期間中はお利息のみお支払いいただくローンです。

0.3 100.0%

ライフプランや目的に合わせて、マイカープラン、教育プ
ラン､フリープラン､フリープランワイドの４種類をご用意
しております。全て保証会社保証付の無担保・保証人不要
のローンです。

172 95.9%

フリープランワイド
（ジャックス口）

上記くらしあっぷローンのうち、㈱ジャックスと保証提携
して平成28年5月から取扱いを開始した商品です。
ご自宅のリフォーム・借換え資金を対象とする美家美家
（ピカピカ）プランや、空き家解体・活用・防犯対策等、
空き家対策に関する資金を対象とする空き家活用プランな
ど、お客さまのニーズに合わせたプランをご利用いただけ
ます。

28 96.9%

当座貸越専用口座を開設するとともに、専用カードを交付
し、そのカードにより現金自動支払機を利用して貸付けい
たします。所定の極度額の範囲内であれば、反復して自由
に借入可能なローンです。
また、お子さまの在学期間中の教育資金お借入れに関する
多様なニーズにお応えするカードローンタイプの教育ロー
ン「７７教育カードローン」もお取扱いしております。

199 96.3%

７７スマートネクスト
（旧７７モビットα）

上記カードローンのうち、個人向けローンの信用保証会社
であるエム・ユー信用保証（株）と保証提携しているカー
ドローンです。２４時間３６５日、電話､郵送､ファックス､
インターネット、携帯サイトでお申込みいただけます。
また、当行とお取引がなくてもお申込可能となっておりま
す。インターネットやスマホからのお申込みの場合は、ご
来店不要でＷｅｂでご契約いただけます。

62 97.7%

住宅ローン

くらしあっぷ
ローン

カードローン

・上記のほか、居住用不動産に根抵当権を設定することにより反復してご利用できる資金使途が自由な「よ
ゆうのローン」、各市町村と提携した提携ローンなどがあります。

＜七十七＞
リバースモーゲージ

《主な融資商品と取扱状況（平成29年3月末）》

商品の概要等
残　高
(億円)

商品名

(注2)
(注1)
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２．地域への信用供与の状況

当行の住宅ローンは、残高、件数とも約97％が宮城県内営業店での取扱いとなっております。

住宅ローンの取扱状況

平成28年11月、７７くらしあっぷローン「フリープラン」に、株式会社日専連ラ

 

イフサービスとの提携による「日専連口」を追加いたしました。

年齢20歳以上70歳未満のお客さまを対象に、パート・アルバイトのみの方および

 

配偶者に収入のある専業主婦の方もお申込いただけ、あらゆるお使いみちにご利用

 

可能です。

商品およびサービスの拡充

・＜七十七＞子育て世帯応援ローンの取扱開始

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、平成29年4月、宮城県と協働して子育

 

て世帯への支援を行う、「＜七十七＞子育て世帯応援ローン」の取扱いを開始いた

 

しました。宮城県内の子育て世帯の方を対象にしており、出産や子どもの養育およ

 

び教育に要する資金全般にご利用いただけます。

・７７くらしあっぷローン「フリープラン」の拡充

ＮＥＷ

同比率 同比率

平成28年3月末 8,913 8,644 97.0% 61,253 59,578 97.3%

平成29年3月末 9,688 9,363 96.6% 63,000 61,162 97.1%

(単位：億円、件)

住宅ローン
件  数

うち
県内向け

うち
県内向け

住宅ローン
残  高



当行は、個人向けローンを専門的に取り扱う拠点として、宮城県内７ヵ所にローンセ

 

ンターを設置しております。

 

ローンセンターでは、当行の住宅ローン取扱件数のうち約4割を取り扱っております。

お客さまの利便性を高めるため、取引チャネルの多様化を進めております。

 

当行ホームページでは、窓口にご来店いただくことなく、住宅ローンをはじめとした

 

各種個人ローンをお申込み（仮審査お申込）いただけます。

 

※ご融資契約の際にはご来店が必要です。

－ 14 －

取引チャネルの状況

・ローンセンター

２．地域への信用供与の状況

・取引チャネルの多様化等

当行全体の取扱件数 a

ローンセンターの取扱件数 b

ローンセンターの取扱比率 b÷a %

《ローンセンターの取扱状況(平成28年度)》

2,618

42.9

（単位：件）

当行住宅ローン

6,109

店 頭 10,224 5,470 9 15,703

電 話 － 1 4,140 4,141

Ｆ Ａ Ｘ － 150 62 212

インターネット 39 1,202 5,405 6,646

郵 送 － 503 281 784

携 帯 サ イ ト － － 65 65

合 計 10,263 7,326 9,962 27,551

77スマートネクスト等 合計住宅ローン

《取引チャネル別消費者ローン受付状況(平成28年度)》
（単位：件）

くらしあっぷローン等



・店舗網

 

当行は、出張所を含め142ヵ店のうち

 

宮城県内に127ヵ店を展開しております。

 

(平成29年3月末現在）

－ 15 －

３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

有人店舗の状況

（１）店舗網等各種チャネル

・お客さまのご来店状況

 

当行の宮城県内の店舗では､一日あたり約134千件のご利用をいただいております。

※｢窓口ご利用件数｣は窓口での受付件数を、｢ＡＴＭご利用件数｣は店舗内ＡＴＭのご利用件数を

 

示しております。

《お客さまご利用件数》（平成28年度）

《市町村別店舗設置状況》
（平成29年3月末）

※店舗には振込専用支店1ヵ店を

 

含んでおります。

当行店舗有 店舗数

市 14 14 108

町 20 17 19

村 1 0 0

合　計 35 31 127

宮城県内
市町村数

一店舗平均

窓　口　ご　利　用　件　数 4.9 百万件   4.7 百万件   19,175 件 152 件

ＡＴＭご利用件数    42.7  〃    41.5  〃 114,912 〃 950 〃

合            計    47.6  〃    46.2  〃 134,087 〃 1,102 〃

一日平均

うち
宮城県内店舗
ご利用件数

総ご利用件数
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

・休日営業等への取組み

当行では、全てのローンセンターと相談プラザ、ほけんプラザにおいて、年末年始を除

く全ての休日に営業を行っているほか、営業店やローンセンターにて、住宅ローンや教育

ローンなどのお借入れに関するご相談やお申込みを受付する「＜七十七＞休日ローン相談

会」を随時開催しております。

また、個人のお客さま向け相談窓口の拡充を図るため、平成28年7月、泉支店、利府支

店および古川支店の3ヵ店内に新たに相談プラザを設置いたしました。

※本店・仙台東口の各ローンセンターへの土曜・日曜・祝日のご来店、および７７明石台ほけんプラザ、
７７長町南ほけんプラザへのご来店につきましては、事前の予約が必要です。

＜相談プラザ・ローンセンター・ほけんプラザの営業日・営業時間＞（平成29年3月末現在）

店舗の新築・建替

・相馬支店（福島県）の新築開店

店舗建替えに伴い仮店舗で営業しておりました相馬

支店は、平成29年5月、元の支店所在地に新築し移転

いたしました。新店舗は、相馬市が旧中村城下町とし

て周囲と調和した建築とするために定めた「和風デザ

インコード」に即し、屋根、壁および建具等を和風デ

ザインとする工夫をしております。

ＮＥＷ

平支店（福島県）および利府支店は現在建替中であり、新築し移転する予定です。

また、大学病院前支店は店舗の老朽化に伴う建替えのため、平成29年6月より仮店

舗での営業となります。

・店舗の移転・建替

・将監支店の新築開店

平成29年6月、将監支店の建物を新築し移転いたしました。新店舗はＬＥＤ照明等

を導入するなど省エネに配慮した店舗にするとともに、ＡＴＭ台数および駐車場ス

ペースの駐車可能台数の増設、貸金庫の新設など、お客さまの利便性を改善いたし

ました。

名　　称 営 業 日・営業時間

仙台駅前相談プラザ（仙台駅前支店内）
泉相談プラザ（泉支店内）
明石台相談プラザ（明石台支店内）
栗生相談プラザ（栗生支店内）
利府相談プラザ（利府支店内）
古川相談プラザ（古川支店内）

平日・土曜・日曜・祝日
午前9時～午後4時30分

（12月31日～1月3日は除く）

７７明石台ほけんプラザ（明石台支店内）
７７長町南ほけんプラザ（長町南支店内）

本店ローンセンター (本店3F)
長町ローンセンター（長町南支店2F）
泉ローンセンター（泉中央支店2F）
仙台東口ローンセンター（仙台東口支店2F）
石巻ローンセンター（蛇田支店2F）
杜せきのしたローンセンター（杜せきのした支店内）
六丁目ローンセンター（六丁目支店内）

お客さまのより一層の利便性向上を図り、質の高い金融サービスを提供するため、

以下のとおり店舗の新築・建替を行っております。
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ＡＴＭの状況
・当行のＡＴＭネットワーク

当行は、宮城県内にキャッシュサービス

コーナー379ヵ所、ＡＴＭ778台を設置して

おります。（平成29年3月末現在）

お客さまの利便性を確保するため、被被

災地域を中心に、震災以降44ヵ所の店舗外

ＣＳコーナーを開設したほか、営業時間の

拡大や設置台数を増やすなどの対応を行っ

ております。

《ＡＴＭ設置状況》（平成29年3月末現在）

３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

次の提携金融機関ＡＴＭでは、平日のお引出し手数料が無料でご利用いただけます。

・提携ＡＴＭの状況等

※当行以外の上記提携金融機関のキャッシュカードも、当行ＡＴＭで平日お引出し手数料が無料で

 

ご利用いただけます。

 

※上記以外の時間帯については、各金融機関所定の手数料となります。

 

※宮城県外の一部のＡＴＭでは、手数料がかかる場合がございます。

 

※みやぎネット参加金融機関および北日本銀行の法人カードは本サービスの対象外となります。

《平日のお引出し手数料が無料でご利用いただける提携金融機関等》

イーネット、ローソンＡＴＭ、セブン銀行およびイオン銀行とＡＴＭ利用提携を

 

行っており、全国5万台以上のコンビニＡＴＭ等でキャッシュカードを利用した出

 

金・残高照会等のお取引がご利用いただけます。

対象金融機関 対象となる営業時間

仙台銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、

石巻信用金庫、仙南信用金庫、気仙沼信用金庫

ＭＹキャッシュポイント 山形銀行、東邦銀行 平日 9：00～18：00

ＡＴＭ相互利用サービス 東北銀行、北日本銀行 平日 8：45～18：00

平日 8：45～18：00みやぎネット

（単位：ヵ所、台）

　キャッシュサービスコーナー

うち宮城県内

店舗内 136 123

店舗外 259 256

395 379

(806) (778)
合　計

（ＡＴＭ設置台数）

うち宮城県内キャッシュサービスコーナー

一日一台あたり平均

76.8百万件 75.4百万件 284件 261件 317件

店舗外

総合計

《ＡＴＭのご利用件数》（平成28年度）

店舗内

イーネット 13,499 262 13,592 262

ローソンＡＴＭ 11,874 223 11,898 223

セブン銀行 21,694 453 23,368 471

イオン銀行 5,080 170 5,854 182

合　計 52,147 1,108 54,712 1,138

《提携コンビニＡＴＭ等の状況》(平成29年3月末)
（単位：ヵ所、台）

ｷｬｯｼｭｻｰﾋﾞｽ
ｺｰﾅｰ うち宮城県内

ＡＴＭ
設置台数 うち宮城県内
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

当行では、社会問題化しているキャッシュカードの偽造・盗難・詐取および振り込め詐

 

欺等の被害拡大防止への対応といたしまして、個人のお客さまを対象にキャッシュカード

 

による1日あたりの払戻限度額を100万円に設定しております。なお、生体認証情報を登録

 

しているＩＣキャッシュカードは、当行のＡＴＭ利用に限り1日200万円までご利用が可能

 

です。

 

※払戻限度額の変更をご希望のお客さまは、当行本支店の窓口にお問い合わせください。

・キャッシュカードを利用する取引にかかるセキュリティ強化への取組み

・ＩＣキャッシュカードの店頭即時発行

当行では、キャッシュカード取引の利便性と安全性の向上に努めており、より安全性の

 

高いＩＣキャッシュカードの店頭即時発行を行っております。これにより、ＩＣキャッ

 

シュカードは、お申込み当日よりご利用いただけるほか、お申込みと同時に生体認証情報

 

のＩＣキャッシュカードへの登録が可能となっております。

キャッシュカード、お通帳等の紛失等緊急の場合のご連絡先
（２４時間３６５日受付）

フリーダイヤル［０１２０－７７－１０９９］

偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳による被害の未然防止策として、お客さまから

 

のキャッシュカード紛失や盗難等の事故に関するお届けを、24時間受付する体制を整備し

 

ております。

・休日におけるキャッシュカード紛失等への対応

※ＡＴＭ操作時にトラブルが発生した場合は、キャッシュサービスコーナーに備付のガイド

フォンをご利用下さい。

ＡＴＭサービスの拡充
ＮＥＷ

・キャッシュサービスコーナーの営業時間拡大

平成28年10月、お客さまの利便性向上を図るため、宮城県内のキャッシュサービ

 

スコーナーの営業時間を拡大し、原則として、土・日･祝日を含め7:00～22:00とい

 

たしました。

また、提携コンビニＡＴＭ（イーネット、ローソンＡＴＭ、セブン銀行）の取扱

 

時間についても、土･日･祝日を含め7:00～22:00に拡大しております。

・海外発行カード対応ＡＴＭの設置

平成28年11月、海外で発行されたクレジットカード等で日本円の出金取引や残高

照会が可能となるＡＴＭを設置し、サービスを開始いたしました。当ＡＴＭは、本

店および仙台空港出張所の各店舗内とＪＲ仙台駅3階に設置しております。

設置当初からのカード取引対象ブランド「ＶＩＳＡ」、「ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ」

「中国銀聯」に、平成29年1月、「台湾ＦＩＳＣ」を追加したほか、2月にはこれま

での出金および残高照会取引に加え、入金取引を可能とするなど利便性の向上を図

っております。



《ダイレクトチャネルの宮城県内会員数》

286

154

319

177

0 50 100 150 200 250 300
千先

ダイレクトチャネル会員数

うち宮城県内会員数

当行は、お客さまの多様なニーズにお応えし、電話やインターネット、携帯電話などで、

 

入出金照会や振込などを直接ご利用いただけるよう、ダイレクトチャネルを充実させており

 

ます。

－ 19 －

・テレフォンバンキング

電話による残高・入出金照会、振替をご利用いただけるサービスです。お取引時間は平
日の9時から19時までとなっております。

また、ご住所の変更手続もご利用いただけます。

・インターネットバンキング

お客さまのパソコン・スマートフォンからインターネットによりお取引いただくサービ
スです。残高・入出金照会、振替、振込、定期預金作成・解約予約、投資信託取引、外貨
預金取引、税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」などが24

 

時間（一部のサービス
を除きます。）いつでもご利用いただけます。また、住宅ローン条件変更（固定金利選択
特約の締結および一部繰上返済）もインターネットバンキング上でご利用いただけます。

なお、スマートフォン専用取引画面によるお取引も可能となっております。（一部のサ
ービスを除きます。）

・モバイルバンキング

｢ｉモード｣､｢ＥＺｗｅｂ｣、｢Ｙａｈｏｏ！ケータイ」対応の携帯電話でご利用いただけ
るサービスです。残高・入出金照会、振替、振込、税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペ
イジー) 」(オンライン方式に限ります。）などが24時間（一部のサービスを除きます。）
いつでもご利用いただけます。

チャネル多様化への取組状況

ﾃﾚﾌｫﾝ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･
ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

「七十七銀行口座開設アプリ」の取扱開始

平成29年3月、窓口へご来店せずに、ご自宅などでお好きな時間に普通預金口座の開設

 

等をお申込みいただける「七十七銀行口座開設アプリ」の取扱いを開始いたしました。

本アプリは、スマートフォンのカメラ機能で運転免許証を撮影いただくことで、氏名

 

や住所等の文字情報を操作画面に自動反映し、ご入力の負担をおかけすることなく口座

 

開設等をお申込いただくことができます。

また、当行の投資信託取扱店に普通預金口座をお持ちであれば、投資信託取引口座開

 

設のお申込も可能です。

※ご利用には条件がございます。また、総合的な判断によりお申込をお断りする場合がございます。

ＮＥＷ
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

宮城県警察とのサイバー犯罪に対する共同対処にかかる協定の締結

全国的にサイバー犯罪が増加していることを踏まえ、宮城県警察との連携をこれまで

 

以上に強化し、サイバー犯罪の早期発見と被害拡大防止を図るため、平成27年7月、宮城

 

県警察とサイバー犯罪に対する共同対処にかかる協定を締結いたしました。

＜協定の主な内容＞

（１）当行がサイバー犯罪を認知した際の宮城県警察への適切な通報

（２）宮城県警察への捜査協力

（３）宮城県警察と協力した被害拡大防止および再発防止に関する措置の実施

（４）サイバー犯罪の防止に有効な情報の積極的な共有

インターネットバンキングの機能拡充

平成28年11月、お客さまの利便性向上を図るため、インターネットバンキングに

 

おける以下の4つのサービスの取扱いを開始いたしました。

ＮＥＷ

インターネットバンキング等の不正利用が社会問題化している状況を踏まえ、平成26

 

年12月から、法人・個人事業者向けインターネットバンキングにおいて不正な払戻しの

 

被害に遭われた法人のお客さまに対する補償を行っているほか、平成27年3月から、ワン

 

タイムパスワード（一定時間毎に変更となる使い捨てパスワード）の取扱を開始してセ

 

キュリティ強化を図り、お客さまの保護態勢を強化しております。

また、＜七十七＞ダイレクトサービスにつきましても、平成26年10月の全面リニュー

 

アルに際して、リスクベース認証（合言葉による本人認証）、メール通知パスワードや

 

ワンタイムパスワード等のお取扱いを追加したほか、全国的にペイジーの不正利用が増

 

加している状況を踏まえ、平成29年3月に、インターネットバンキングのペイジーによる

 

払込みの限度額を設定し、セキュリティを更に強化しております。

インターネットバンキング等のセキュリティ強化

サービス 概要

定額自動送金
家賃、学費、仕送りなど毎月の定期的なお支払いを、ご指定
日に自動的にお振込みすることができます。送金金額、送金
日等の変更や解約も可能です。

積立預金
積立預金（エンドレス型）口座開設を行うことができます。
積立金額、積立日等の変更や自動積立の中止および再開も可
能です。

投資信託口座の登録 投資信託取引口座の登録および削除ができます。

くらしあっぷローンの
残高照会

インターネットバンキングのご本人口座と同一の店舗でお借
入いただいている「くらしあっぷローン」の残高の照会がで
きます。



当行は、預金・譲渡性預金や投資信託等の預り資産については、いずれも、その9

 

割

 

以上を宮城県内のお客さまからお預りしております。

 

また、金融機関の健全性が重要視されるなか地域のお客さまから高いご支持をいただ

 

き、預金については県内シェアは約56％（平成29年3月末現在）となっております。

－ 21 －

※預り資産には外貨預金を含んでおります。

※ゆうちょ銀行、農漁協は含まれておりません。

宮城県内の預金等の取引の状況

＜参考＞

３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

（２）預金業務等

《宮城県内預金・譲渡性預金残高と
県内預金比率(平成29年3月末)》
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《宮城県内預金シェア(平成29年3月末)》
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当行の口座をご利用いただき給与を受け取られる宮城県内のお客さまは、県内就業者

 

数の約6割、同様に年金を受け取られるお客さまは、県内65才以上人口の約半数を占め

 

るなど、地域の多くの皆さまから家計のメインバンクとしてご利用いただいております。

※資料：総務省「平成26年経済センサス」

※資料：「平成28年版住民基本台帳人口要覧」

－
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個人のお客さまにご利用いただいている当行の主な決済サービスの97％以上は、宮城

 

県内にお住まいのお客さまにご利用いただいております。

主な決済サービスの宮城県内利用状況

給与振込・年金振込利用者の当行利用状況

３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

（３）決済サービス・その他のサービス

《主な個人向け決済サービスにおける
  宮城県内ご利用者数（平成29年3月末）》

717
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《宮城県内給与振込利用者数（平成29年3月末）》
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《宮城県内年金振込利用者数(平成29年3月末)》
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当行の宮城県内年金振込利用者数



３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

当行では、お待たせしない窓口づくりの一環として、為替振込等取引の電子化(ＥＢ)等

 

を推進しております。インターネットバンキングなどのＥＢやＡＴＭ等をご利用いただけ

 

れば、窓口でお待ちいただくことなくお取引できることに加え、窓口ご利用の場合と比べ

 

て振込手数料がお安くなります。

 

現在、当行の為替振込処理のうち約95％が宮城県内のお客さまからのご依頼分であり､

 

そのうち約9

 

割をＡＴＭ、インターネットバンキング、ファームバンキング等にてご利用

 

いただいております。

ＥＢ等の推進

－
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(単位：先)

セブンメイト･ セブンメイト

うち宮城県内 セブンメイトPC うち宮城県内 Ｗｅｂ うち宮城県内

18,208 16,833 982 947 15,734 14,703

ＦＢ契約先数

《ＦＢ契約先数（平成29年3月末）》

《為替振込のＥＢ処理状況》

26 ,106

26 ,080

28 ,200

28 ,509

29 ,506

29 ,608

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

平成28年度

平成27年度

千件

為替振込処理件数
うち宮城県内処理件数

うち宮城県内ＥＢ処理件数

手形に代わる新たな決済手段として、株式会社全銀電子債権ネットワーク（略称「でん

 

さいネット」）が取扱う電子記録債権「でんさい」を利用したサービスを、法人・個人事

 

業者向けインターネットバンキングにおいて提供しております。

 

※「でんさい」とは、全国銀行協会が社会インフラとして全国規模で電子記録債権を提

 

供するために設立した「でんさいネット」が取り扱う電子記録債権で、分割可能で二

 

重譲渡リスクがなく、印紙も不要であるなど、手形や指名債権（売掛債権等）の問題

 

点を克服した新たな金銭債権として注目されているものです。

「でんさい」のお取扱い
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

人工知能（ＡＩ）を活用したビッグデータ分析への取組開始

ＦｉｎＴｅｃｈを活用した施策として、平成29年3月、ＦｉｎＴｅｃｈ企業のゼネリッ

 

クソリューション株式会社と協業し、人工知能（ＡＩ）を活用したビッグデータ分析に

 

かかる取組みを開始いたしました。

同社が開発した、人工知能（ＡＩ）を搭載したデータ解析ソフトにより、当行が保有

 

する取引履歴等の膨大なデータをもとにお客さまのニーズを分析することで、最適なサ

ービスをタイムリーに提案してまいります。

ＮＥＷ

「７７ＪＣＢデビット」の取扱開始

平成29年4月、株式会社ジェーシービーと提携し、「７７ＪＣＢデビット」の取扱い

を開始いたしました。国内外のＪＣＢ加盟店やネットでのショッピング等に利用でき、

 

利用代金は原則預金口座から即時に引き落とされます。利用限度額は口座残高の範囲内

 

であるため、使いすぎる心配がありません。当行に普通預金口座をお持ちの満15歳以上

 

のお客さまであれば、審査不要で発行可能となっております。

ＮＥＷ

＜七十七＞ポイントセブン

＜七十七＞ポイントセブンは、給与振込・年金振込等のお受け取りや公共料金の自動支

 

払などお客さまのお取引状況をポイントに換算し、合計ポイント数に応じてコンビニＡＴ

 

Ｍご利用手数料の割引（月2回まで）やローン金利の引下げ等の特典を提供する、個人の

 

お客さまを対象としたサービスです。

ポイントは毎月末日のお取引状況に応じて集計し、翌々月から1ヵ月間、特典を提供い

 

たします。当行で給与振込、年金振込、住宅ローンご利用のお客さまは原則自動加入と

 

なっており、最大3店舗までのお取引ポイントを合算いただくことが可能です。ポイント

 

は当行窓口、ＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバンキングでご確認いただけ

 

ます。
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

七十七銀行グループは、銀行業務を中心に、銀行・グループが一体となり、お客さま
に対して総合的な金融サービスを提供しております。

（４）グループ機能を活用した総合金融サービスの提供

＜連結子会社７社＞

＜非連結子会社２社＞

子会社の設立等

・七十七証券株式会社の開業

投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・運営業務を行う「七十七キャピタル

 

株式会社」は、当行とともに組成した「７７ニュービジネス投資事業有限責任組合

 

（通称：７７ニュービジネスファンド）」より、平成28

 

年度に4

 

件の投資を実行い

 

たしました。

本ファンドは、七十七キャピタル㈱が運営者となり、様々なライフステージにあ

 

るお取引先に対して、成長マネーの供給や経営支援を行うものです。

ＮＥＷ

・七十七キャピタル株式会社による投資

当行の100％出資子会社である「七十七

 

証券株式会社」が平成29年4月、宮城県に

 

本社を置く唯一の証券会社として開業いた

 

しました。当行グループは銀行と証券が適

 

切に連携するなかで、お客さまのニーズの

 

把握に努め、資産形成や資産運用のお手伝

 

いをしてまいります。

会社名 主な事業内容

七十七リース株式会社 リース業務

七十七信用保証株式会社 信用保証業務

七十七ビジネスサービス株式会社 現金等の精査整理

七十七コンピューターサービス株式会社 電子計算機器等による計算業務の受託

株式会社七十七カード クレジットカード業務

七十七事務代行株式会社 担保不動産の調査等

七十七証券株式会社 金融商品取引業務

会社名 主な事業内容

七十七キャピタル株式会社 ファンド運営業務

７７ニュービジネス投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル業務
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３．地域のお客さまへの利便性提供の状況

・計算業務等の受託

七十七コンピューターサービス㈱では、計算業務等を受託しております。

同比率(％)

民間事業所 67 66 98.5%

地方公共団体 25 25 100.0%

その他 4 4 100.0%

合    計 96 95 99.0%

《宮城県内事業所からの計算業務等の受託状況(平成29年3月末)》

うち宮城県内(先)
受託事業所先数(先)

・リース業務
七十七リース㈱では、主に宮城県内の企業に対し、ファイナンスリース等のお取扱いを

しております。

グループ機能を活用した利便性の提供

・クレジットカード業務

㈱七十七カードでは、ＪＣＢ・ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒの各種クレジットカード等を

お取扱いしております。

《宮城県内事業所に対するリース契約状況(平成29年3月末)》

同比率(％)

2,688 2,487 92.5%

リース契約先数(先)
うち宮城県内(先)

同比率(％)

ＪＣＢ 113,351 111,065 98.0%

ＶＩＳＡ 42,207 39,550 93.7%

Ｍａｓｔｅｒ 1,639 1,516 92.5%

合　　計 157,197 152,131 96.8%

《宮城県在住の七十七カード個人会員の状況(平成29年3月末)》

七十七カード
個人会員数(人) うち宮城県内(人)



－
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（平成29年3月31日現在）

第第ⅡⅡ部部
お取引先への支援および地域経済活性化に関する取組みお取引先への支援および地域経済活性化に関する取組み

～～ 震災からの復興に向けて震災からの復興に向けて ～～



－
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１．震災からの復興に向けて

当行では、東日本大震災による被害を踏まえ、金融サービスの提供と金融仲介機能の

 

発揮に努めるとともに、地域・お客さまの復興に向けた取組みを金融面から支援し、地

 

域と共にある金融機関としての責務を果たしていく観点から、地域経済の復興と発展へ

 

の貢献に向けた「復興支援方針」を策定しております。

活力に満ち、豊かで優しさにあふれる宮城、東北を取り戻すため、さまざまな課題に

 

積極的に取り組み、全役職員を挙げて、地域、お客さまを支援するために行動してまい

 

ります。

復興支援方針

復復

 

興興

 

支支

 

援援

 

方方

 

針針

～～

 

活力に満ち、豊かで優しさにあふれる宮城、東北を取り戻すために活力に満ち、豊かで優しさにあふれる宮城、東北を取り戻すために

 

～～

１．金融仲介機能の発揮１．金融仲介機能の発揮

私たちは、地域と共にある金融機関として、復旧・復興に向けた資金需要に積極的に

 

対応するとともに、再建に向け主体的に取り組むお客さまに対する貸出条件の変更や二

 

重債務の解消等、被災されたお客さまが抱える問題の解決に真摯に対応してまいります。

２．地域の復興と更なる発展への貢献２．地域の復興と更なる発展への貢献

私たちは、コンサルティング能力・目利き能力を一層強化し、積極的なお客さま訪問等

 

を通じて把握した復興ニーズに対し、迅速かつ最適なソリューションを提供していくとと

 

もに、地域の復興施策の実行主体である地方公共団体等との連携を一層強化し、地域の再

 

生や産業の活性化に資する施策に積極的に参画していくことにより、地域の復興と更なる

 

発展に貢献してまいります。

また、お客さまの利便性の向上を図るとともに、金融サービスの安定的な提供を通じて

 

地域の再生、再建を十分に支援していくため、店舗網および営業体制の整備に努めてまい

 

ります。

私たちは、甚大な震災被害を踏まえ、防災や減災、安全に一層配慮するとともに、災害

 

等緊急時においても継続的な金融サービスの提供を行うために業務継続体制の強化に取り

 

組みます。

また、復興後に見込まれる地域の環境配慮型社会を見据え、省エネルギー、環境に配慮

 

した取組みを進め、地域社会に長期的・持続的に貢献してまいります。

３．防災・安全、環境配慮型社会への対応３．防災・安全、環境配慮型社会への対応

金融インフラの復旧や、お客さまとのお取引の早期正常化に取り組むとともに、金融

 

仲介機能の更なる向上にむけた取組みを推進し、地域社会・経済の復興、発展に貢献す

 

るため、平成23年5月、本部に頭取を委員長とする「震災復興委員会」を設置しておりま

 

す。震災復興委員会では、被災店舗の対応および復興支援にかかる施策等の審議やその

 

実施状況等についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて施策の見直しも適宜

 

行っております。

震災復興委員会



－
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（１）震災復興・金融円滑化に向けた態勢整備の状況

２．お取引先に対する支援の状況

金融円滑化推進に関する考え方

当行は、従来より、経営の基本理念の第一に「奉仕の精神の高揚」を掲げ、地域への

 

円滑な資金供給や、お客さまの経営改善あるいは再生に向けた支援など、地域密着型金

 

融の推進に積極的に取り組んでまいりました。

平成21年12月には、「金融円滑化推進についての当行の方針」を制定し、新規のお借

 

入れのほか、返済条件の変更等にかかるご相談・お申込みなどに真摯に対応してまいり

 

ました。また、震災後は、震災により被害を受けられたお客さまの生活再建や復旧・復

 

興に向けた支援に積極的に取り組んでおります。
平成25年3月末に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関す

 

る法律（中小企業金融円滑化法）」の期限を迎えましたが、当行の金融円滑化推進に向

 

けた対応はこれまでと何ら変わりなく、お客さまの状況に応じ、弾力的かつ迅速な対応

 

に努めております。
また、当行では、平成25年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会（事務局：

 

全国銀行協会および日本商工会議所）より公表された「経営者保証に関するガイドライ

 

ン」に則り、お取引先の経営状況等を踏まえ、経営者保証に依存しないお借入れの一層

 

の促進を図るとともに、お客さまと保証契約を締結する場合や保証人のお客さまが保証

 

債務の整理を申し立てられた場合等において、誠実に対応してまいります。

・金融円滑化に関する苦情等のご相談専用フリーダイヤル

設 置 場 所 コンプライアンス統轄部　お客様サポート課

ﾌ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｲ ﾔﾙ 0120-3760-77
受 付 日 月曜～金曜（祝日、12月31日～1月3日を除く）

受 付 時 間 午前９時～午後５時

※「金融円滑化推進についての当行の方針」につきましては、当行ＨＰに全文を掲載しておりますので、

ご参照ください。



・個人のお客さまを対象とした「ご相談窓口」

注１．休業日：12月31日～1月3日
注２．本店ローンセンターおよび仙台東口ローンセンターへの土曜・日曜・祝日のご来店につきまし

ては、事前に予約が必要となります。

ご相談内容：個人ローンのお借り入れや毎月のご返済額等に関するご相談

２．お取引先に対する支援の状況

－

 

30 －

＜各ローンセンターの個人ローンご返済相談フリーダイヤル番号＞

震災で被災されたお客さまのご融資に関するご相談に迅速かつ柔軟に取り組むため、

 

平成23年4月1日より「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」を全店に設置してお

 

ります。また、休日相談窓口やフリーダイヤル等についても、平成29年3月31日までと

 

していた設置期間を、平成30年3月31日までに延長しております。

・事業を営まれているお客さまを対象とした「ご相談窓口」

ご相談内容：震災復興および金融円滑化に関する事業資金のお借り入れや毎月のご返
済額等に関するご相談

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」

注１．出張所：ＪＲ仙台出張所、加茂出張所、鳴瀬出張所、松山出張所、仙台空港出張所
個人取引特化店：仙台駅前支店、岩沼西支店

注２．次の支店をご利用のお客さまの事業資金にかかるご相談につきましては、従来どおり、泉支店、
長町支店および石巻支店にて対応させていただきます。

注３. 事業資金にかかるご相談窓口およびフリーダイヤルを休日等に設置する場合は、別途お知らせ
いたします。

電話でのご相談

震災復興・金融円滑化 個人ローン 個人ローン 個人ローンご返済相談
「融資ご相談窓口」 ご返済相談窓口 ご返済相談窓口 フリーダイヤル

設置場所等 各営業店 各ローンセンター 各ローンセンター
各ローンセンターの

フリーダイヤル

受 付 日
（注１）

土曜日、日曜日、祝日
(注２)

全　日

営業時間 午前9時～午後3時 午前9時～午後4時30分 午前9時～午後4時30分 午前9時～午後4時30分

名　　称

窓口でのご相談

平　日

ローンセンター名 フリーダイヤル ローンセンター名 フリーダイヤル

本店ローンセンター 0120-06-4377 石巻ローンセンター 0120-87-4377

長町ローンセンター 0120-52-4377 杜せきのしたローンセンター 0120-89-4377

泉ローンセンター 0120-57-4377 六丁目ローンセンター 0120-00-5477

仙台東口ローンセンター 0120-58-4377

対応店 ご利用店

泉支店 将監支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、高森支店

長町支店 泉崎支店、富沢支店、八本松支店、長町南支店

石巻支店 穀町支店、新中里支店

窓口でのご相談 電話でのご相談

震災復興・金融円滑化

「融資ご相談窓口」

各営業店

(出張所、個人取引特化店等(注１、２)を除く)

営業時間 午前9時～午後3時 午前9時～午後4時30分

名　称 フリーダイヤル

受 付 日
（注３）

平　日 平成30年3月31日までの平日

設置場所等 0120-65-1077



当行では、震災の影響により融資のご返済等に支障をきたしているお客さまを支援する

 

ため、お客さまの被災状況等に応じ、ご返済額の軽減等を含めた貸出条件変更に柔軟に対

 

応させていただいております。

事業者のお客さまについては、復旧・復興の見通し等について十分な協議を行ったうえ

 

で貸出条件変更に対応しております。また、個人のお客さまについても、貸出条件変更の

 

ほか、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。

○貸出条件変更契約締結状況（平成29年3月末迄の契約締結実績）

・事業者・事業者

 

2,2,390390先先

 

/ 1,771/ 1,771億円億円（うち平成（うち平成2828年度年度

 

114848先先

 

/ 78/ 78億円億円））

・住宅ローン他・住宅ローン他

 

1,1,905905先先

 

/ / 224411億円億円（うち平成（うち平成2828年度年度

 

9898先先

 

/ / 1111億円億円））

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

２．お取引先に対する支援の状況

－
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貸出条件変更等への対応

経営者保証に関するガイドラインへの取組状況

当行では、平成25年12月の経営者保証に関するガイドラインの公表をうけ、平成26年1月

 

に金融円滑化推進管理方針、金融円滑化推進管理規定および審査管理規定の改正を行い、

 

経営者保証に関するガイドラインにかかる行内態勢の整備を行っており、平成27年3月には、

 

経営者保証を代替する融資手法である「停止条件付保証契約（注）」を制定し、経営者保

 

証に依存しない融資の促進に向けた態勢を強化しております。

お客さまへの周知に向けた取組みとして、「経営者保証に関するガイドライン」に関す

 

るダイレクトメールをお取引先に発送するとともに、窓口に経営者保証に関するガイドラ

 

イン研究会が作成したチラシ等を備え付け、新規の事業資金の相談や債務者の事業承継時

 

等において、経営者保証に関するガイドラインの説明を行うよう徹底しております。

当行では、これまでに本ガイドラインで求められているお客さまの経営状況等について

 

適切に確認を行ったうえで、無保証融資、保証契約の解除（事業承継時の前経営者の保証

 

契約の解除を含む）、既存の保証契約の見直しに対応しており、引続き誠実に対応してま

 

いります。

(注)「停止条件付保証契約」：保証債務の発生を留保し、誓約事項に抵触した場合に保証債務が発生する

保証契約

○「経営者保証に関するガイドライン」活用実績（平成26年1月～平成29年3月末）

・・新規に無保証で融資した件数新規に無保証で融資した件数

 

1,1,953953件件

・・保証契約を解除した件数保証契約を解除した件数

 

1,2131,213件件

・保証契約を変更した件数

 

132132件件

【取組事例№1】経営者保証ガイドラインの活用事例

・Ａ社は、小規模ながら強固な営業基盤を背景として堅調に業況が推移している測量・建築設計

を営む会社です。

・当行は、Ａ社の更なる成長を支援し、企業価値の向上につなげるため、改めてＡ社にヒアリン

グを実施したところ、既存の保証契約について経営者保証を解除することが可能か検討してほ

しいとの依頼がありました。

・当行では、Ａ社の事業内容および経営課題等を十分に把握・分析したうえで、当ガイドライン

における適用要件の確認を行い、以下の点を踏まえ、経営者保証を解除することとしました。

➢Ａ社と経営者における資産・経理が明確に分離されていること。

➢経営課題の解決支援に取り組むなかで、Ａ社からは、今後とも適時適切な情報開示が期待

されること。

➢強固な営業基盤等から、今後とも堅調な業績の推移が見込まれること。

・経営者保証の解除を通じて、Ａ社との一層強固かつ良好なリレーションの構築に繋げるととも

に、引き続きＡ社の経営課題解決に向けた支援ならびに金融支援に取り組んでいく方針です。



－
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企業支援室の体制強化によるお取引先に対する支援

当行では、融資のご相談・お申込みに迅速かつ円滑に対応するため、審査部の行員が営業

 

店を訪問し案件審査等を行う「出張審査」を行っているほか、津波による甚大な被害を受け

 

た地域を中心に、数日間営業店に駐在し、集中的に案件審査やお取引先の事業再生に関する

 

営業店指導等を行う「駐在型審査」を実施しております。

また、従来以上に迅速かつ的確な案件審査を実施するため、平成27年4月より、石巻地域を

 

対象に、審査部の行員が営業店へ常駐し案件審査を行う「常駐型審査」を開始しております。

震災の影響等により、高度な専門知識を必要とする貸出案件が増加する中で、資金をス

 

ピーディーに供給するためにも、引続き審査体制の強化を図ってまいります。

審査体制の強化

当行では、審査部に企業支援室を設置し、震災で被災したお取引先の事業再生や経営改善

 

に向けた取組みを進めております。震災後は、企業支援室の人員を震災前の5名から11名

 

（平成29年3月末現在）へ増員するなど、事業再生支援と経営改善支援への取組みを強化し

 

ております。

また、二重債務問題を抱えたお取引先に対する債権買取機関の活用提案や、経営改善計画

 

の策定支援等を行うため、高度な事業再生のノウハウを有する外部専門機関と顧問契約を締

 

結し、平成25年4月より、3名の外部専門家の審査部への常駐を開始いたしました。平成29年

 

3月末現在、常駐する専門家を5名に増員し、更なる体制強化を図っております。

当行は「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新等支援機関」に認定されております。

 

認定機関として、

 

「ものづくり補助金」や「創業補助金」等の補助金申請支援や事業計画作

 

成を支援しているほか、信用保証協会の保証制度である「経営力強化保証制度」や、「宮城

 

県中小企業経営安定資金『経営力強化サポート資金』」、

 

「仙台市中小企業育成資金『経済変

 

動対策資金・経営力強化関連口』」などの制度融資のお取扱いを行っております。

「経営革新等支援機関」としてのお取引先支援

２．お取引先に対する支援の状況

（２）お取引先に対するコンサルティング機能の強化

○出張審査訪問店数（震災後～平成29年3月末）延べ延べ5,0165,016ヵ店ヵ店

○駐在型審査実施日数（震災後～平成29年3月末）

 

328328日日

当行は、平成26年8月、お取引先の事業再生支援ならびに地域活性化に資する事業活動支援

 

を目的として、地域経済活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）と「特定専門家派遣」に関す

 

る契約を締結いたしました。

当行は同機構より派遣を受けた特定専門家から、専門的な知見・ノウハウの提供を受ける

 

とともに、特定専門家と行員が帯同してお取引先を直接訪問し、事業再生の方向性等にかか

 

る助言・指導を行うなど、「特定専門家派遣」に関する契約を活用し、コンサルティング機

 

能のさらなる強化を図っております。

また、特定専門家を講師とし、事業性評価の手法等についての研修会「事業性評価セミ

 

ナー」を行員向けに開催するなど、行員の目利き力の強化を図っております。

○特定専門家派遣受入実績（平成26年8月～平成29年3月末) 2323回回//相談先相談先3030先先

地域経済活性化支援機構との「特定専門家派遣」に関する契約締結



営業渉外部では、震災からの復興や発展に向けた取組みを強化するため、お取引先の各

 

種ニーズに対し、営業店と連携して支援を行う本部渉外担当者を配置しております。

本部渉外担当者は、ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、事業承継等の様々なニーズにお応え

 

するなど、お客さまの立場に立ったソリューションの提案を行っております。

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮

・本部渉外担当者による各種ソリューションの提供

地域開発部では、お取引先が各種補助金の申請を行う際のサポートや、地域の復興計画

 

等に関する情報提供等を行っております。

また、被災地の地方公共団体において、震災復興事業の計画策定等にかかる検討委員会

 

や産学官ワーキング等が多数設置されていることから、営業店と連携を強化のうえ、これ

 

らの機関に積極的に参加しております。

・地域開発部による地域の復興支援

当行では、平成19年より、営業店行員による「取引先訪問運動」を展開しております。

 

この運動を通じて、お客さまとのリレーションを強化することで、お客さまが真に必要と

 

されているニーズの把握および最適なソリューションの提供に努めております。

訪問時に伺ったお客さまごとの多様なニーズについては、体系的・一元的に管理し、本

 

部と営業店が共有することで、適切に対応しております。

２．お取引先に対する支援の状況

－

 

33 －

取引先訪問運動の実施

○各種ソリューションの提案件数（平成29年3月末までの累計) 1166,,666666件件

○地方公共団体等との復興支援にかかるコンタクト件数(震災後～平成29年3月末）1,1,774242件件

○取引先訪問件数（平成28年度）

 

652652千件千件

※当行の地域の復興支援に関する取組みについては、Ｐ43からの「3.地域経済活性化への取組状況」を

ご参照ください。

当行では、お取引先の海外進出や海外への販路開拓、各種貿易取引、資金調達等の様々

 

なニーズにお応えするため、平成23年3月にアジアビジネス支援室を設置し、海外に派遣し

 

ている当行行員や外部提携機関等と連携のうえ、積極的な支援を行っております。

・アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援

○海外ビジネス支援件数（平成28年度）

 

712712件件

※当行のアジアビジネス支援に関する取組みについては、Ｐ62からの「（9）アジアビジネス支援」をご

参照ください。

平成26年12月より、みやぎ復興住宅整備推進会議、住宅金融支援機構および宮城県内

 

地方公共団体等と共催で、「住宅再建相談会」を宮城県内各地で開催しております。

本相談会では、当行の担当者および住宅金融支援機構の担当者が住宅ローン等につい

 

てご相談をお受けするほか、一部の開催地では、地方公共団体の担当者が住宅再建にかか

 

る助成・支援制度についてご相談を受付しております。

住宅ローン相談会の開催

○住宅再建相談会開催実績（平成29年3月末までの累計）

 

117070回回



－
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（３）震災からの復旧・復興資金への対応

当行では、お取引先の震災からの復興を金融面から十分に支援するため、震災直後から、

 

地域の事業者の皆さまに対し、円滑な資金供給に努めております。

震災に係わる事業者向け貸出金の状況

２．お取引先に対する支援の状況

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用

○｢中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（宮城県）」関連貸出（平成29年3月末)

・つなぎ資金実績

 

725725件件

 

/ 522/ 522億円億円、自己資金部分実績

 

160160件件

 

/ / 111188億円億円

震災により被災された中小企業等グループの施設や設備の復旧・整備に対する支援とし

 

て、国と宮城県が補助を行う「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」が実施され

 

ております。

当行は、補助金申請のサポート等のほか、補助金が交付されるまでのつなぎ資金や、補

 

助金では賄い切れない自己資金部分（投資額の4分の1）にあたる資金需要に対し、積極的

 

にお応えしております。

なお、補助金申請のサポートに際しては、営業店と本部が連携して計画策定等の支援を

 

行うほか、中小企業基盤整備機構の「震災復興支援アドバイザー制度」を活用するなど、

 

外部機関との連携により専門的なアドバイスを行っております。

その他、被災した水産業共同利用施設の早期復興を支援する「水産業共同利用施設復興

 

整備事業」や、被災地域における農業生産の再開を図るための施設・機械等の共同利用を

 

支援する「東日本大震災農業生産対策交付金」などを活用し、復興に取り組むお取引先に

 

対して、つなぎ資金の需要にお応えするなど積極的に対応しております。

信用保証協会保証付制度融資
信用保証協会保証付貸出については、被災されたお客さまの負担軽減を図るため、宮城

 

県、仙台市等の地方公共団体により利子補給が実施されている商品を中心にご提案してお

 

ります。

また、震災で被災したお取引先を含む中小企業のお客さまへの円滑な資金供給および経

 

営支援を図るため、平成24年12月より、ご融資限度額3億円のうち、最大60％まで宮城県

 

信用保証協会の保証付貸出をご利用いただける「提携スクラム保証」のお取扱いを開始す

 

るなど、宮城県信用保証協会との連携を強化しております。

○信用保証協会保証付制度融資取扱実績（震災関連）（平成29年3月末)

5,3355,335件件

 

/ 1,/ 1,118686億円億円（うち平成（うち平成2828年度年度

 

6161件件

 

/ 24/ 24億円億円））

○復旧・復興資金への対応実績（平成29年3月末）

・事業者向け貸出・事業者向け貸出

 

7,7,852852件件/ / 3,3,767767億円億円（うち平成（うち平成2828年度年度381381件件/ 370/ 370億円億円))

復興特区支援利子補給金制度の活用

地方公共団体が策定する復興推進計画には、中核となる復興事業が定められております。

 

復興特区支援利子補給金制度は、この中核となる復興事業に取り組む事業者に対し、金融機

 

関が必要な資金をご融資する際、国が利子補給を行い、事業の円滑な実施を支援する制度で

 

す。当行は、被災地域における復興推進協議会の構成メンバーとして、復興推進計画の策定

 

に関与するとともに、当該補給金制度の指定金融機関として事業者を支援しております。

当行では、復旧・復興に向けた設備投資などを検討されているお取引先の、低利での資金

 

調達が可能となるよう、当制度を積極的にご提案するとともに、復興庁や地方公共団体との

 

事前調整などの申請サポートを行い、資金需要にお応えしております。

○復興特区支援利子補給金制度関連融資実績（平成29年3月末)

 

2299件件

 

/ / 119393億円億円



－
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当行では、被災された方の住宅再建を支援するため、直接当行がご融資する住宅ロー

 

ンに加え、借入当初5年間を無利子とする住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」の取

 

扱いにも積極的に取り組んでおります。

当行の取扱実績は、全国の取扱件数の約3割を占め、全国1位となっております。

○災害復興住宅融資取扱実績（平成29年3月末）

66,,195195件件

 

/ / 1,1,163163億円億円（（うち平成28年度

 

426426件件

 

/ 95/ 95億円億円））

※住宅金融支援機構受理ベース(平成29年3月31日時点)

災害復興住宅融資

２．お取引先に対する支援の状況

当行では、震災により被害を受けた個人のお客さまの生活再建に向けた取組みを支援

 

するため、返済期間の長期化や金利の引下げ等、既存のローン商品よりもお借入の条件

 

を緩和した「七十七東日本大震災復興支援ローン」のお取扱いを行っております。

震災に係わる住宅ローン等個人のお客さま向け貸出金の状況

当行では、当行の住宅ローンをご利用中で、防災集団移転促進事業における集団移転

 

の対象の方が、地方公共団体による土地の買取代金全額をご利用中の住宅ローンの返済

 

に充てていただいた場合は、ローンが完済に至らない場合でも抵当権の解除に応じるな

 

ど、柔軟に対応しております。

また、防災集団移転促進事業に伴い、この事業において借地上に建物を新築する場合、

 

建物のみに担保設定を行う専用住宅ローン「七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転

・借地型）」のお取扱いを、平成25年2月より開始しております。
※詳細については、P37をご参照ください。

・防災集団移転促進事業等への対応

震災により被災されたお客さまが、防災集団移転促進事業により住宅の再建を行う際、

 

地方公共団体による土地の買取代金を住宅ローンのご返済に全額充当された場合でも、

 

ローンが完済に至らないケースがございます。

当行では、個人版私的整理ガイドラインのご案内に加え、こうしたケースの解決策の

 

一つとして、既存の住宅ローン残金と住宅の再建に必要となる建築資金などを合わせて、

 

一つの住宅ローンとしてご利用いただくことができるよう、住宅ローンの資金使途に

 

「住み替え・住宅再建に伴う既存住宅ローンの返済資金」を追加する商品内容を拡充し

 

ております。

・二重債務問題に対応した住宅ローンの商品内容の拡充

○復旧・復興資金への対応実績（平成29年3月末）

・個人向け貸出・個人向け貸出

 

1166,,239239件件

 

/ / 22,598,598億円億円（うち平成28年度1,3351,335件件

 

/ 287/ 287億円億円)

※個人向け貸出は七十七東日本大震災復興支援ローン、七十七災害対策ローンおよび被災者向け

住宅ローンの対応実績の合算にて記載しております。

震災後の建築資材不足等による住宅建築期間の長期化に対応するため、住宅の新築・

 

購入等により住宅ローンをお借入いただく場合、借入当初から最長1年間元金の返済を

 

据え置くお取扱いを行っております。

・住宅ローンにおける借入当初の元金返済据置のお取扱い

○七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転・借地型）取扱実績（平成29年3月末)

752752件件

 

/ 166/ 166億円億円



－
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〔農業者向け商品内容〕

（平成29年3月31日現在）

（平成29年3月31日現在）

〔事業者向け商品内容〕

七十七東日本大震災復興支援ローン

平成29年3月末までの実績は、513件/66億円（うち平成28年度

 

39件／6億円）となっ

 

ております。

・事業者・農業者の皆さまへの対応

震災関連融資商品のお取扱い

２．お取引先に対する支援の状況

無担保口 有担保口 信保口

宮城県内営業店 宮城県内営業店

福島県内営業店 福島県内営業店

岩手県内営業店 岩手県内営業店

ご融資対象者

お使いみち

5,000万円以内

※当行とご融資取引の
　ない方1,000万円以内

10年以内 25年以内

（据置2年以内） （据置2年以内）

ご融資利率 変動金利 変動金利 固定金利

担保 原則として不要 不動産 宮城県信用保証協会の保証

法人：1名以上
(代表者)

法人：1名以上
(代表者)

法人：代表者

個人事業者:1名以上 個人事業者:1名以上 個人事業者：不要

・ご融資利率は、お取引店にお問い合わせください。

取扱店 宮城県内営業店

保証人

ご融資限度額 8,000万円以内3億円以内

東日本大震災により被害を受けた法人または個人事業者の方

・罹災証明書のご提出が必要となります。

・その他当行所定の条件に該当する方とさせていただきます。

運転資金・設備資金

その他

ご融資期間 10年以内

無担保口 農信基口

宮城県内営業店

福島県内営業店 宮城県内営業店

岩手県内営業店

ご融資対象者
　東日本大震災により被害を
　受けた農家の方

　東日本大震災により被害を
　受けた農業法人および農家の方

お使いみち
　運転資金(生活資金を含みます)
　設備資金

運転資金・設備資金

ご融資限度額 300万円以内 2億円以内

ご融資期間 5年以内
　運転資金:10年以内(据置2年以内)
　設備資金:25年以内(据置2年以内）

ご融資利率 変動金利 変動金利
担保 原則として不要 宮城県農業信用基金協会の保証

保証人 1名以上（専従者） 法人：原則代表者、個人：原則不要

・ご融資利率は、お取引店にお問い合わせください。

・罹災証明書のご提出が必要となります。

・その他当行所定の条件に該当する方とさせていただきます。その他

取扱店



○

 

特別金利の内容（平成29年4月1日現在）

 

・当初固定金利コース

 

・変動金利コース

 

※平成29

 

年4月1日(土)から平成29年9月30日(土)までにお申込みを受付

し、平成30年3月30日(金)までに新規にご融資を実行したものを対象と

いたします。なお、お取扱期間は延長する場合がございます。

お借入時に変動金利型住宅ローン(固定金利選択特約付）の固定金利を

 

ご選択いただいた場合、当初固定期間のご融資利率を、通常の新規お借入

 

利率よりも年０．４～０．５％引下げいたします。

お借入時に変動金利をご選択いただいた場合、通常の店頭表示金利より

 

も年１．８％引下げいたします。

－
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〔住宅ローンを新規でご利用の被災者向けの特別金利〕

被災者向け住宅ローン

平成29年3月末までの実績は、12,046件/ 2,526億円（うち平成28年度1,186件/ 

285億円）となっております。

〔個人向け商品内容〕

・個人の皆さまへの対応

七十七東日本大震災復興支援ローン

平成29年3月末までの実績は、4,193件/ 72億円（うち平成28年度

 

149件/2億円）と

 

なっております。（七十七災害対策ローンの実績を含んでおります。）

（平成29年3月31日現在）

〔防災集団移転促進事業対象者向け専用住宅ローン〕

○ 商品名 七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転・借地型）

○

 

主な特徴

・集団移転の対象の方が、移転先で地方公共団体から土地を賃借（借地）

のうえ住宅を建築する場合の専用住宅ローンです。

・当行の住宅ローン新規ご利用者向け金利のうち、最も低い適用金利でご

利用いただけます。

・ご融資にあたり、「住宅」のみに担保設定させていただきます。｢土地」

に対する担保設定はいたしません。

２．お取引先に対する支援の状況

（住宅関連）
無担保住宅口 マイカー口 生活支援口

取扱店

ご融資対象者

お使いみち

・住宅の復旧・修繕
　に関する資金
・他金融機関等の住
　宅関連ローンの借
　換資金

・自家用車の購入・
　修理に関する資金
・他金融機関等の自
　動車ローンの借換
　資金

・被災による復旧資
　金
（家財購入、一時
　的な生活資金等）

ご融資限度額 1,000万円以内 500万円以内 300万円以内

20年以内

(据置1年以内)

ご融資利率

担保

保証人

その他
・罹災証明書のご提出が必要となります。

・その他当行所定の条件に該当する方とさせていただきます。

500万円以内

10年以内

　　　　　変動金利（お取引店にお問い合わせください）

不　要

原則として不要（七十七信用保証㈱の保証）

ご融資期間 10年以内
10年以内

(据置5年以内)

東日本大震災により被害を受けた個人(勤労者、自営業者または年金生活者)の方

・ご本人および家族
　の教育関連資金お
　よび就学維持に必
　要な資金

宮城県内営業店、福島県内営業店および岩手県内営業店

（住宅関連以外）
教育口



－
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ＤＤＳ（ﾃﾞｯﾄ・ﾃﾞｯﾄ･ｽﾜｯﾌﾟ）、ＤＥＳ（ﾃﾞｯﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯﾌﾟ）の活用

震災によって過剰となった債務を劣後化もしくは株式化により実質的に圧縮するＤＤＳ

 

やＤＥＳは、事業者の財務状態あるいは信用状態を改善し、再建可能性を高める有効な手

 

法です。

ＤＤＳの導入により、当該お取引先は資金繰りが安定し、事業再生に集中できる一方、

 

当行にとっては、当該お取引先に対する支援姿勢を協調融資行等に明示でき、再生可能性

 

を高めることができるという効果が期待されます。当行では、引続きお取引先の経営状態

 

に応じて、活用の提案を行ってまいります。

企業支援室では、地域経済の活性化と当行資産の健全化を図るため、経営改善支援先

 

として抽出したお取引先の中から「事業再生支援先」を選定し、再生支援などに直接関

 

与しております。

平成28年度は、特に再生支援策の立案・実行に取り組む必要がある62先を「事業再生

 

支援先」として選定し再生支援に取り組んだ結果、24先のお取引先の業況等が改善いた

 

しました。

企業支援室による事業再生支援先に対する支援

（４）経営改善・事業再生支援への取組み

営業店では、債務者区分のランクアップへの取組みを強化するため、お取引先ごとに経

 

営改善支援の必要性について分析し、支援先を抽出したうえで、財務内容や収益性の課題

 

解決に向けた方向性を提示するなど、経営改善支援を実施しております。

具体的には、経営者に事業継続の意思があり、経営改善支援の実施により改善が見込ま

 

れるお取引先を「経営改善支援先」として抽出したうえで、お取引先との十分な協議によ

 

る経営改善計画の策定や、審査部企業支援室および外部専門家等との連携による支援を

 

行っております。

なお、震災の影響等を踏まえ、平成24年4月から「経営改善支援先」の対象を拡げると

 

ともに、経営改善支援にかかる本部の関与を強化するため、企業支援室による「経営改善

 

支援先」の定期的なモニタリングを開始しております。

平成28年度は、2,370先を「経営改善支援先」として抽出し、各種経営改善支援を実施

 

した結果、229先のお取引先が、債務者区分のランクアップに至っております。

営業店における経営改善支援

２．お取引先に対する支援の状況

(単位：先、億円)

先数 貸出額

2,370 2,871

7 4

28 38

21 106

173 320

229 468

うち宮城県内取引先
（宮城県外本社の上場企業等を除く）

216 411

要管理先以外の要注意先から正常先へ

合計

ランクアップ内容

経営改善支援の取組先数

要管理先から上位区分へ

《ランクアップ活動の状況(平成28年度)》

破綻懸念先から上位区分へ

実質破綻先から上位区分へ



－
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当行では、従来より、企業再生の強化策として宮城県中小企業再生支援協議会へ人材

 

派遣等を行うなど連携の強化を図っておりますが、震災後についても被災された企業の

 

再生に向けた支援について同協議会を活用しております。

このような取組みの結果、震災後、平成29年3月末までに、130先のお取引先の事業再

 

生について同協議会の支援を受け、事業再生計画の策定等を行っております。

外部機関の活用による事業再生支援の実施

当行は、経営コンサルタントや公認会計士等の外部専門家と連携し、専門的な知見を

 

活用した経営改善計画の策定支援、デューデリジェンスおよび計画の履行段階における

 

助言等を通じ、お取引先の経営改善、事業再生支援を実施しております。

震災以降、外部専門家との連携をより一層強化しており、公的支援機関を含む計36先

 

の外部専門家等と連携のうえ、被災したお取引先を中心とした案件の高度化・多様化に

 

対応しております。また、高度な事業再生のノウハウを有する外部専門家が審査部に駐

 

在し（平成29年3月末現在5名） 、行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

・外部専門家・外部コンサルタントとの連携

・中小企業再生支援協議会等の活用

当行は、お客さまの復興・再生に向けた事業再生や経営改善に係わる支援策を確実に

 

実施していくため、経営改善計画や貸出条件変更対応への合意等に関して、宮城県信用

 

保証協会および他の金融機関との連携・調整を行っております。

震災後、平成29年3月末までに、247先のお取引先について、これらの機関と連携しな

 

がら経営改善計画の策定や貸出条件変更等の再生支援に取り組んでおります。

・信用保証協会および他の金融機関と連携した再生支援の実施

○外部専門家等を活用した経営改善計画策定支援実績(震災後～平成29年3月末)

338181件件（うち平成（うち平成2828年度年度

 

4141件件））

２．お取引先に対する支援の状況

【取組事例№2】外部専門家と連携した中小企業再生支援協議会の活用提案

・宮城県において住宅建築・リフォーム業を営むＢ社は、震災復興需要の落ち込みにより、

近年の売上高が減少傾向にあったほか、工事別採算管理体制の不備や人手不足による人

件費・外注費負担の増加等により、慢性的な赤字が続いていました。

・Ｂ社より相談を受けた当行は、営業店、審査部および審査部常駐の外部専門家が協働し、

建設会計システムの導入による工事別採算管理体制の構築および若手従業員に対する教

育・指導の徹底等を骨子とした経営改善計画の策定支援を行いました。

・また、当面の資金繰り安定を図るため、貸出条件変更の金融支援を行う必要があったこ

とから、当行は複数の金融機関と取引があったＢ社に対し中小企業再生支援協議会の活

用を提案し、取引金融機関の協調支援体制を確立しました。

・当行はメイン行として策定された経営改善計画の進捗状況にかかるモニタリングを定期

的に実施するとともに、必要に応じ新規工事受注にかかる短期運転資金に対応する等、

Ｂ社の価値向上に向けた支援に取り組んでおります。

東日本大震災で金融面から被災地の復旧・復興に対応してきた経験を活かすとともに、

 

震災当時にいただいた様々な支援への恩返しの意を込めて、地域経済活性化支援機構

 

（略称：ＲＥＶＩＣ）の熊本事務所に行員1名を派遣し、現地金融機関等と協働で、熊本

 

地震の被災企業の復興を支援いたしました。

・熊本地震の復興支援の取組み



－
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公的機関の活用による事業再生支援の実施

平成24

 

年2月、震災に伴う二重債務問題に対応するため、被災した小規模事業者、農林

 

水産事業者、医療福祉事業者等を重点的な支援対象とし、債権買取りに加え、出融資や債

 

務保証など、様々な支援機能を有する東日本大震災事業者再生支援機構が設立されており

 

ます。

当行は、被災されたお取引先の再生支援をより円滑に進めるため、同機構と秘密保持契

 

約を締結し、活用を進めております。

また、当行では、小口与信先に対する同機構の活用にも積極的に取り組んできており、

 

企業支援室の担当者が審査部常駐の外部専門家とともに営業店を訪問し、事業再生を必要

 

とするお取引先を掘り起こす活動を行ってきております。

震災に伴う二重債務問題に対応するため、平成23年11月に、震災の被害を受けた事業者

 

等からの事業再生に向けた相談業務を行う宮城県産業復興相談センターが設置され、平成

 

23年12月には、中小企業基盤整備機構、宮城県および当行ほか宮城県内金融機関との共同

 

出資により、宮城産業復興機構が設立されました。

当行は、債権の買取りに限らず、多様な支援メニューを有している宮城県産業復興相談

 

センターを有効に活用するとともに、同センターと同様の機能をもつ、岩手県産業復興相

 

談センターや福島県産業復興相談センターについても、事業者の迅速な事業再開を通じた

 

被災地域の復興を図る観点から、積極的な活用に取り組んできております。

・東日本大震災事業者再生支援機構を活用した支援

・宮城産業復興機構等を活用した支援

○東日本大震災事業者再生支援機構支援決定先（当行分）

185185件件（平成29年3月末）

○産業復興機構支援決定先（当行分）

7575件件（平成29年3月末）

２．お取引先に対する支援の状況

行員の目利き力向上への取組み

事業再生・経営改善支援に関する基礎知識の習得ならびに事例研究・演習を通じた実践

 

力の向上を目的に、地域経済活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）の特定専門家が講師と

 

なり、業種別の休日セミナーや、事業性評価にかかる研修会を開催しております。

・「事業再生・経営改善支援セミナー」の開催

・「経営改善計画策定支援マニュアル」の発行

収益構造分析の深化等により取引先の事業性を適切に評価し、経営課題の解決に向けた

 

事業再生・経営改善支援への取組みを一層強化するため、常駐コンサルとの連携により、

 

経営改善計画書（当行制定）の改正を行い、平成28年4月より活用しております。

・「経営改善計画書」の改正

審査部常駐の外部専門家の事業再生・経営改善支援に関する専門的な知見・ノウハウ等

 

を「見える化」することにより、行員の目利き力・事業性評価にかかるスキルの一層の強

 

化を図るため、平成28年9月までに全21回「経営改善計画策定支援マニュアル」を発行い

 

たしました。



－
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私的整理ガイドラインへの取組状況

（５）個人債務者の私的整理に関するガイドラインへの対応

○私的整理ガイドライン対応実績（平成29年3月末）

・相談受付

 

504504件件

 

・申出受付

 

225555件件

・弁済計画案受付

 

215215件件

 

・弁済計画案同意件数

 

215215件件

（不同意はゼロ）（不同意はゼロ）

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、住宅ローンなどをご利用いただい

 

ている個人のお客さまの二重債務問題の解決を目指し運用されている制度です。

当行では、ガイドラインの運用開始に先立ち、専担者を配置し、専用フリーダイヤルを

 

設置するなど、体制を整備いたしました。また、当行住宅ローンをご利用中で震災により

 

ご自宅に大きな被害を受けたお客さまに対し、電話やダイレクトメールにより本制度につ

 

いてご案内を行うとともに、東北財務局や仙台弁護士会等と共同で、「被災ローン減免制

 

度（個人版私的整理ガイドライン）無料相談会」や、住宅関連セミナーおよび相談会を行う

 

「住宅再建まるごと相談会」等を開催するなど、本制度の周知と利用促進に積極的に努め

 

ております。

また、営業店では、個人のお客さまからのローン返済に関するご相談や、地方公共団体

 

による被災土地の買取りに伴う抵当権解除のご相談を受付した場合などにおいて、本制度

 

を説明のうえ、ご利用について意向を確認することを徹底しております。

当行では、引続きお客さまへの本制度の周知に努めるとともに、ご相談を受付した際に

 

は、お客さまの状況をきめ細かく把握し、その状況に応じて本制度の利用促進と迅速な対

 

応に努めてまいります。

なお、本制度を利用されたお客さまからの、新たな住宅ローンに関するご相談にも積極

 

的に対応しております。

２．お取引先に対する支援の状況

・個人債務の私的整理に関するご相談フリーダイヤル

〔参考〕一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

 

連絡先

※受付は平日午前9時～午後5時

フリーダイヤル

0120-380-883

個人版私的整理ガイドライン運営委員会宮城支部 022-212-3025

個人版私的整理ガイドラインコールセンター

名 称 個人債務の私的整理に関するご相談フリーダイヤル

フ リ ー ダ イ ヤ ル ０１２０－０３－０９７７

受 付 日 平　　日

受 付 時 間 午前９時～午後４時３０分
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〔当行の個人債務者の私的整理に関するガイドラインの主な周知活動〕

平成23年08月

 

・審査部に専担者5名を配置（10日）

・ガイドライン専用フリーダイヤルを設置（10日）

・お客さまにガイドラインについて正しく説明できるよう、全営業店およ

び全ローンセンターの融資担当職位者を対象とした行内説明会を開催

（12日）

～

 

<<ガイドライン運用開始（22日）>>

 

～

・本部人員延べ543名をガイドライン専門の担当者として被災地の営業店、

ローンセンターへ派遣し、お客さまのご相談に対応（平成23年11月迄）

平成23年10月

 

・当行住宅ローン利用者約330先に対し、ガイドラインの案内書面を郵送、

以降、平成24年8月に約770先、平成24年10月に約2,850先、平成25年2月

に約480先郵送

平成23年11月

 

・ガイドライン運営委員会によるガイドラインの対象者要件の見直し(※)

に伴い、見直し以前にご相談を受付したお客さまに対し、本部専担者よ

り電話等による説明を実施

※仮設住宅退去等による将来的な費用負担の増加を対象範囲に追加

平成24年03月

 

・県内金融機関、東北財務局等が合同で「復興へ

 

頑張ろう！みやぎ

 

金融

応援セミナー」を開催、ガイドラインについての説明や個別相談を実施

平成24年08月

 

・仮設住宅にお住まいの方に、ガイドライン運営委員会と共同でパンフレ

ットの配付による周知活動を実施

・当行住宅ローン利用者約170先に対し、電話による周知活動を実施

平成24年11月

 

・亘理町にて無料相談会開催

平成24年12月

 

・山元町、南三陸町にて無料相談会開催

平成25年

 

1月

 

・名取市にて無料相談会開催

平成25年

 

2月

 

・気仙沼市、石巻市にて無料相談会開催

平成25年

 

3月

 

・津波浸水地域における当行住宅ローン利用先約3,400先に対し、ガイドラ

イン利用見込や自宅再建方法等にかかる個別のヒアリングを実施

・福島県いわき市、仙台市にて無料相談会開催

平成25年

 

4月

 

・石巻市にて無料相談会開催

平成25年

 

5月

 

・福島県相馬市にて無料相談会開催

平成25年11月

 

・福島県いわき市、南相馬市にて無料相談会開催

平成25年12月

 

・石巻市にて無料相談会開催

平成26年

 

2月

 

・名取市にて無料相談会開催

平成26年

 

3月

 

・仙台市にて無料相談会開催

平成26年

 

6月

 

・気仙沼市にて無料相談会開催

平成26年

 

7月

 

・当行住宅ローン利用者約180先に対し、ガイドラインの案内書面を郵送し、

その後、電話等により、ガイドライン利用の意向確認のフォローアップ

を実施

平成26年11月

 

・石巻市にて無料相談会開催

平成27年

 

3月

 

・山元町にて無料相談会開催

平成27年11月

 

・南三陸町にて無料相談会開催

平成28年

 

2月

 

・気仙沼市にて無料相談会開催

平成28年11月

 

・石巻市にて無料相談会開催

２．お取引先に対する支援の状況
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（１）地方創生への取組み

平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方公共

 

団体がまとめる「地方版総合戦略」の策定･推進を支援するため、平成27年4月、地域開発部

 

に本部横断的な支援を行う「地方創生推進デスク」を設置したほか、地方公共団体取引営業

 

店33ヵ店(注)の営業店長を「地方創生担当」とし、地方創生に対する推進態勢を整備してお

 

ります。

地方創生にかかる推進態勢整備

・地方創生推進デスクの設置等

３.地域経済活性化への取組状況

(注)地方公共団体取引営業店：

県庁、仙台市役所、塩釜、多賀城、矢本、石巻、気仙沼、古川、築館、佐沼、白石、角田、

岩沼、増田、富谷、松島、七ヶ浜、利府、女川、志津川、吉岡、中新田、小牛田、涌谷、

蔵王、大河原、船岡、村田、丸森、亘理、山下、川崎、原町（以上33ヵ店）

地方創生に向けて、当行に期待される役割を積極的に発揮し、地域における当行の価値を

 

高めるとともに、地域経済の成長・発展に貢献する観点から、平成27年10月より「地方創生

 

推進委員会」を設置しております。

地方創生推進委員会の主導のもと、地方創生に関する行内外のワンストップ窓口である

 

「地方創生推進デスク」が営業店と連携し、産学官連携を図りながら、地方版総合戦略の推

 

進に取り組んでおります。

・地方創生推進委員会の設置

＜重点推進項目＞

地方創生に向けて当行が主体的に取り組む４つの重点推進項目を設定し推進しております。

・重点推進項目の設定

創業・新規事業支援

□

 

創業・第二創業支援

□

 

ベンチャーファンド等を通じた資金供給

支援

□

 

産学官連携による起業家応援イベント等

の開催

地域中核企業支援・育成(事業性評価の促進)

□

 

販路回復・拡大支援

□

 

海外ビジネス支援

□

 

進出企業支援

□

 

農林水産業の成長産業化

□

 

経営改善・事業再生

□

 

事業承継・Ｍ＆Ａ

まちづくり事業の促進（PPP/PFIの促進）

□

 

まちづくりに関する勉強会の開催

□

 

官民連携事業の促進

観光振興支援等

□

 

観光振興事業の支援・育成

□

 

インバウンド推進支援
□

 

地域開発プロジェクトへの参画

□

 

ＵＩＪターン等地域の人口増加に繋がる

取組支援

□

 

産学連携による支援

□

 

ＡＢＬ
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３.地域経済活性化への取組状況

地方公共団体との協定締結

平成29年3月、青森銀行、秋田銀

 

行、岩手銀行、山形銀行、東邦銀行

 

および日本政策投資銀行と「観光振

 

興事業への支援に関する業務協力協

 

定」を締結いたしました。

政府が東北の観光復興を重点施策

 

のひとつと位置付けるなか、東北を

 

営業基盤とする金融機関は、観光関

 

連事業者や地方公共団体が取組む観

 

光振興事業に対して、金融ネット

 

ワーク等を活用した支援を進め、地

「観光振興事業への支援に関する業務協力協定」の締結

域の活性化に貢献することが求められております。今回の業務協力協定は、各行が情報交

換や金融サービスの提供等に関して連携を図り、観光振興への支援を通じて、地域の更な

る魅力向上と地方創生に寄与することを目指すものです。

本協定により、各行のノウハウとネットワークを融合させ、東北の観光振興に向けた

「地域づくり」に関する幅広い分野において連携を強化し、付加価値の高いサービスを提

供してまいります。

地方創生に向けた取組強化のため、平成28年度は

 

7つの地方公共団体と「包括連携・協力に関する協

 

定」を締結いたしました。本協定は、当行と各地方

 

公共団体が相互に連携し、双方の資源を効果的に活

 

用し、地域経済の持続的な発展につなげることを目

 

的とするものです。

また、平成28年6月には、当行と県内9金融機関が

 

連携のうえ、宮城県と「高齢者地域見守りに関する

 

協定」を締結しております。今後も地方公共団体と

 

の連携を強化し、地方創生に関する積極的な関与・

 

協力を通じて、地域の復興・発展に貢献してまいり

 

ます。

地方創生をテーマとした研修会の開催

平成29年4月、地方創生の取組強化および意識向

 

上を図るため、地方創生をテーマとした研修会を開

 

催し、役員、部長、支店長などの研修参加者に向け

 

て、支店長2名が先進的な好事例を発表いたしまし

 

た。

《協定締結先一覧》

時期 地方公共団体

平成28年2月 加美町

2月 岩沼市

　7月 蔵王町

　　　　9月 新地町（福島県）

12月 富谷市

　　 　12月 南相馬市（福島県）

 平成29年1月 石巻市

         2月 丸森町

         3月 女川町

4月 東松島市



海
外
販
路

三井住友海上火災保険株式会社
保険商品提供、各種情報提供・支援等

仙台国際空港株式会社
事業推進、諸団体等との連携

日本通運株式会社
物流モデル構築・サポート、各種情報提供・支援等

東北・食のソラみち協議会

『東北・食のソラみち協議会』メンバーが専門分野の特性を活かし、中小事業者による
東北発食品輸出に向けた総合的なプラットフォームを構築

株式会社七十七銀行
ファイナンス・マッチングサポート、各種情報提供・支援等

凸版印刷株式会社
プロモーション、パッケージデザイン、各種情報提供・支援等

関
係
諸
団
体
・地
公
体
・
産
地
・
企
業
等

協力

事
業
協
同
組
合

共同
輸出

協
働
・
支
援

販路
開拓

東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会
（支援認定モデル第一号）
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３.地域経済活性化への取組状況

「東北・食のソラみち協議会」の設立

＜協議会員の役割＞

「みやぎ移住・定住推進県民会議」への参画

平成27年8月、当行は、地方創生に関する取組強化の一環とし

 

て「みやぎ移住・定住推進県民会議」へ参画いたしました。本

 

会議は、宮城県への移住の推進と、移住者の地域への定着およ

 

び受入体制の整備や情報発信について、行政、関係団体、民間

 

企業、ＮＰＯ、移住者を含めた住民等が連携・協力していくた

 

めに設置したものです。

また、宮城県が移住・定住の推進のために発行した情報冊子

 

「ちょうどいい、宮城県。」を、平成27年9月より当行の宮城県

 

外の営業店に配置し、宮城県の魅力をＰＲしております。

平成28

 

年6

 

月、当行は、仙台国際空港㈱、日本通運㈱、三井住友海上火災保険㈱、凸版

印刷㈱とともに「創貨事業」への取組みを進めるため、「東北・食のソラみち協議会」を

 

設立しております。「創貨事業」は、仙台空港特定運営事業の物流強化策として、海外市

 

場へ輸出意欲のある、東北地域の食品・農林水産物等中小事業者の育成、販路構築等を支

 

援するため、東北における新たな共同輸出の枠組みを構築し、域内の貨物需要を中長期的

 

に増加させる取組みです。

本協議会では、平成28

 

年9

 

月、輸出実務を担う事業協同組合の設立に向けて組合員募集

説明会を開催し、平成29

 

年1

 

月には、宮城県等の15社の企業により、組合の設立総会を開

催しました。

今後は、設立した組合に係る海外販路の開拓支援、最適輸送網の構築、貿易リスク対策、

 

各種販促支援等を実施していく予定であり、当行では地域振興に資する施策として、事業

 

協同組合の販路開拓や組合員の募集活動等を通じた取引先支援に主体的に取り組んでまい

 

ります。
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（２）事業性評価への取組み

３.地域経済活性化への取組状況

地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフ

 

ステージにあるお取引先の事業内容や成長可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給

 

や課題解決策の提案を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

事業性評価
（取引先企業の適切な評価）

事業内容・成長可能性の評価
経営課題の把握

＜事業性評価取組みのポイント＞
・お取引先の成長・発展
・地域経済・産業活動の活性化
・短期的な成果ではなく長期的

ビジョン

地域経済・産業の分析

解決策の提案
（コンサルティング機能の発揮）

新規事業支援

・産学官連携
・政府系金融機関との連携

 

等

金融支援

・資金供給（事業性評価に基づく融資、
担保・保証に過度に依存しない融資）

・条件変更、経営改善支援、債権買取

 

等

本業支援

・ビジネスマッチング・商談会
・海外ビジネス支援
・事業承継、Ｍ＆Ａ

 

等

お取引先企業の成長・発展 地域経済の成長・発展

好循環の実現

地方創生（地域経済の活性化等）

＜事業性評価の概念図＞

【取組事例№3】資金繰りの安定化による営業力強化を目的とした融資実行

・他行がメイン行のＣ社は、小回りが利く配送に強みを持つ運送会社であり、資金繰りの繁

忙が、営業力強化の阻害要因となっているとの課題認識を持っていました。

・当行は、事業性評価を通じてＣ社の事業内容や商流等についてヒアリングを進めるなかで、

社長自らが資金繰りを含めた内部管理全般を担当しており、資金調達の煩雑な手続を避け

るために調達してきた長期借入金が資金繰りを悪化させている要因であることが判明しま

した。

・当行は資金繰りを安定させるために、短期継続融資を活用した資金調達を提案し、その内

容が評価されたことから、メイン行として取引するに至りました。当行では引続き、販路

拡大や本業支援の提案を通じて、Ｃ社の企業価値向上に向けた取組みを継続していきます。
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３.地域経済活性化への取組状況

当行では、お客さまの設備や商品在庫などの事業資産の価値に着目し、過度に担保・保証

 

に頼らずとも資金調達が可能であるＡＢＬを震災復興資金等の供給に極めて有効な手段と位

 

置づけ、積極的に取り組んでおります。

また、動産担保の実態を把握する目利き力の強化を目的として、特定非営利活動法人日本

 

動産鑑定等が創設した「動産評価アドバイザー」の資格取得を推奨しており、平成29年3月末

 

現在19名の行員が同資格を取得しております。

このほか、宮城県信用保証協会のＡＢＬ保証制度において、業務提携先であるトゥルーバ

 

グループホールディングス㈱による動産評価を活用した場合、譲渡担保とする棚卸資産の評

 

価掛目を引き上げして運用するなど、ＡＢＬの一層の推進に向け対応をしております。

ＡＢＬでは、在庫などの動産に加え、売掛債権や工事請負代金債権等の電子記録債権も活

 

用できることから、当行では、お取引先に対し積極的に情報提供を行うとともにその利用に

 

取り組んでおります。

・ＡＢＬ（動産担保融資）

【取組事例№4】診療報酬債権等を担保としたＡＢＬの活用による支援

・医療法人のＤ社は、病院・老人保健施設を複数運営しています。東日本大震災で建物の一

部損壊や設備流失等の被害を受けましたが、早期に療養施設の病床整備等の復旧を進め、

地域医療に貢献してきました。

・Ｄ社は更なる医療サービスの向上を目指し、老朽化した病院の建替えや大規模修繕を予定

していたことから、将来的な長期借入増加に伴う返済負担拡大が重荷となっていました。

・当行は、Ｄ社の当面の運転資金ニーズに対し、診療報酬債権等を活用したＡＢＬによる資

金調達手段の多様化を提案したところ、Ｄ社の財務バランスおよびキャッシュフローの改

善に資する取組みとの評価を受け、ＡＢＬの実行に至りました。

○ＡＢＬ実行実績（震災後～平成29年3月末）

115151件件

 

/ 264/ 264億円億円

 

（うち平成28年度

 

3636件件

 

/ 69/ 69億円億円）

資金供給手段の多様化

＜動産購入資金の調達例＞
・船舶、大型クレーン、油圧ショベル、
太陽光発電設備、酒造設備一式

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：米、冷凍海産物等食料品、金型
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：米 担保の例：酒造設備一式
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・復興支援ファンドの組成・活用

被災企業に対する復興支援を目的として、これまでみやぎ復興ブリッジファンドと東日本

 

大震災中小企業復興支援ファンドを活用し、お取引先14社に対する投資を実行いたしました。

また、より幅広い事業者を支援の対象とする「みやぎ復興・地域活性化支援ファンド」

 

（正式名称：みやぎ復興・地域活性化支援投資事業有限責任組合）を活用し、平成29年3月

 

末までに、お取引先3社に対する投資を実行いたしました。

３.地域経済活性化への取組状況

・私募債

当行では、お客さまの長期・固定金利での資金調達ニーズに対応するとともに、その発行

 

が適債基準を充足した優良企業に限られ、お客さまのイメージアップにもつながる「銀行保

 

証付私募債」や「県信保付私募債」の推進を図っております。

震災からの復旧・復興に取り組む企業を対象に、引受手数料を通常の銀行保証付私募債か

 

ら0.20％優遇し、0.05％とした「７７復興私募債」をお取扱いしております。

○私募債引受実績（震災後～平成29年3月末）

 

5151件件

 

/ 50/ 50億円億円

（うち７７復興私募債（震災後～平成29年3月末）3434件件

 

/ / 3344億円億円）

当行は、中小企業のお客さまの円滑な資金調達支援の一環として、電子記録債権版一括フ

ァクタリングサービスの提供を行っております。一括ファクタリングとは、支払企業の電子

記録債権による支払いに、支払企業の信用力に基づく仕入企業向けファクタリング（債権買

取）を組み合わせたサービスで、支払企業が発生させる電子記録債権を当行提携先（注）が

代行して一括受領し、仕入企業の指定に基づいた方法で資金化を行うものです。

本サービスは、支払企業が支払手形を削減することができ、事務負担の軽減および印紙代

の削減を図ることができます。また、仕入企業側も、受取手形の削減による事務負担の軽減

に加えて、必要に応じて支払期日前の資金化が可能となります。

なお、電子記録債権の支払期日前の資金化は、手形割引とは異なり、支払企業の信用力に

基づいて行われるため、仕入企業は自社の与信枠を使用せずに資金調達が可能となります。

・電子記録債権版一括ファクタリング

注．当行は、平成26年3月に㈱三井住友銀行およびＳＭＢＣ電子債権記録㈱と提携、平成29年2月に三井住友信託

銀行㈱と提携しております。
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（３）販路の回復・拡大支援

ビジネスマッチング

○国内ビジネスマッチング成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
55,,193193件件（うち平成（うち平成2828年年度度

 

1,0221,022件件））
※※商談会成約件数含む商談会成約件数含む

○七十七ビジネスマッチングサービス成約件数累計(震災後～平成29年3月末)

713713件件（うち平成（うち平成2828年度年度

 

290290件件））

当行では、お取引先の新たなビジネスチャンスの創出や経営課題の支援など、地域の

 

ネットワークを活用したビジネスマッチングの推進に積極的に取り組んでおります。

３.地域経済活性化への取組状況

・商談会の開催

平成28

 

年11月、東京ビッグサイトにおいて、全国の地

 

方銀行52行が連携し、第11回目となる「地方銀行フード

 

セレクション2016」を開催いたしました。当日は、全国

 

各地の食品製造業者が、大手スーパー、百貨店、外食産

 

業等のバイヤーに対し、各社の商品を売り込み、熱のこ

 

もった商談が繰り広げられました。

また、平成29

 

年2

 

月には北海道銀行との間で締結した

 

宮城県と北海道の交流支援の促進を趣旨とする業務提携

 

に基づき「北海道・東北・北陸ビジネスマッチングＩＮ

 

東京～６次産業化商談会～」を開催しました。 地方銀行フードセレクション2016

当行は、地元食品製造業者等の販路拡大を支援するため、仙台商工会議所等が販路回

 

復・拡大支援事業の一環として開催している「売ります！買います！“伊達な商談会” in 

ＳＥＮＤＡＩ」に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成28年度には、14回の

 

商談会が開催され、合計14社の仕入れ企業に対し延べ282社が参加し、個別商談が行われ

 

ました。

・商工会議所等が主催する商談会への協力

当行は、ホームページに「食」に関するお取引先紹

 

介を実現する復興支援サイト「＜七十七＞食材セレク

 

ション」を平成22年9月に開設しております。

震災後、復興支援サイトへの掲載企業を追加し、計

 

111先のお取引先に販路拡大のためご利用いただいて

 

おります。

復興支援サイトの設置および復興支援カタログの作成

また、宮城県物産振興協会の協力のもと、全国に自慢のでき

 

る「みやぎブランド」産品を多数掲載した「宮城県産品カタロ

 

グ『味(み)や技(ぎ)はじめまして。』」を平成24年4月に発行し

 

ております。

平成26年6月に、｢味(み)や技(ぎ)はじめまして。Vol.2」、

 

平成28年9月には

 

｢味(み)や技(ぎ)はじめまして。Vol.3」を

 

発行しており、県内の観光施設への配置のほか、営業店にお

 

いてお客さまに配布しております。
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（４）創業・新規事業支援

創業・新規事業支援への取組み

○創業・新規事業開拓に関する支援実績(平成28年度)

 

171171件件

（うち創業・新規事業支援融資実績

 

144144件件

 

/ 726/ 726百百万円万円）

震災の被災地域等では、創造的な復興を目指す新たな取組みや地域資源を活用したビジ

 

ネス創出など、創業・起業に向けた動きが活発化しております。当行では、地方創生に関

 

する取組強化の一環として、地域での創業・起業の促進による新規事業創出ならびに地域

 

経済の活性化を目的に、外部支援機関と連携しながら各種サポートに取り組んでいるほか、

 

宮城県の創業・新規事業関連融資制度等の活用を通じて、積極的な資金供給に努めており

 

ます。

また、優れた技術・アイデアを有する企業に対しては、東北大学や東北経済連合会等の

 

外部支援機関への紹介を通じたハンズオン支援を行っております。

３.地域経済活性化への取組状況

起業家応援イベント等の開催

石巻市と連携し「第2回石巻市創業ビジネスグランプリ」を開催いたしました。

本グランプリは、当行が参画する「石巻市創業支援事業計画」の一環として、地域の

 

新たな雇用創出や震災復興等を目的に、石巻市の地域資源を活用したビジネスプラン・

 

アイデアを募集し、表彰するものです。

・「SENDAI

 

for Startups！2017 」の開催

平成29

 

年2

 

月、仙台市およびせんだい創業支援ネット

ワークの構成団体と連携し、起業家応援イベント「SEN

DAI for Startups!2017」を開催いたしました。

本イベントは、仙台市が掲げる「日本一起業しやすい

 

まち」の実現に向けて、起業に関する情報提供や起業志

 

望者同士の交流を図る機会を提供することを目的に開催

 

したもので、当日は600

 

名を超える皆さまにご参加いた

だきました。

・「第２回石巻市創業ビジネスグランプリ」の開催

・「SENDAI

 

for Startups！

 

ビジネスグランプリ2017」の開催

仙台市およびせんだい創業支援ネットワークの構成団

 

体と連携し「SENDAI

 

for Startups! ビジネスグランプリ

 

2017」を開催いたしました。

本グランプリは、有望な起業家の発掘・支援を目的に、

 

宮城県内での事業化を目指す起業家等からビジネスプラ

 

ンを募集し、優れたビジネスプランを表彰するものです。

平成29年2月に開催したファイナルイベントは、約100

名の起業志望者等の皆さまにご参加いただき、ファイナ

リスト13名による事業プレゼンテーションが行われました。
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３.地域経済活性化への取組状況

クラウドファンディングの手法を活用した支援

新規事業や新たな顧客の獲得を目指すお取引先の支援を目的に、ミュージックセキュ

 

リティーズ株式会社と提携し、クラウドファンディングの手法を活用したファンドの組

 

成を支援しております。

平成29年2月および3月、仙台市や日本政策金融公庫

 

等と連携し、「INTILAQ

 

起業体験ワークショップ」を

 

開催いたしました。

本イベントは、仙台市内の小学生～高校生を対象に、

 

事業計画策定・商品企画・資金調達・生産・販売等の

 

会社経営の流れを疑似体験するワークショップを通じ

 

て、若年層の起業家精神養成を図ることを目的に開催

 

したものです。

・「INTILAQ

 

起業体験ワークショップ」の開催

補助金等申請支援

当行では、平成24年11月に「経営革新等支援機関」の認定を受けており、営業店と本

 

部の渉外担当者がお取引先を訪問し、「ものづくり補助金」や「創業補助金」等の補助金

 

申請支援や事業計画作成を支援しております。

＜経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成29年3月末現在＞

実績

支援件数56件
採択実績33件

支援件数99件
採択実績52件

支援件数51件
採択実績26件

支援件数47件
採択実績19件

支援件数25件
採択実績11件

支援件数79件
採択実績39件

支援件数58件
採択実績18件

支援件数25件
採択実績21件

支援件数10件
採択実績  9件

支援件数17件
採択実績14件

内容

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
（通称：ものづくり補助金）

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
（通称：新ものづくり補助金）

ものづくり・商業・サービス革新補助金

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

地域需要創造型等起業・創業促進補助金
（通称：創業補助金）

創業補助金
（通称：創業促進補助金）

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金

小規模事業者活性化補助金
（通称：小規模補助金)

平成27年度予算創業・第二創業促進補助金
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３.地域経済活性化への取組状況

創業支援融資制度・投資事業

当行では、地域金融機関として地元中小企業を育成する観点からベンチャー企業等に対し、

 

投資事業を行っております。

＜創業支援融資制度・投資事業＞

このほか、公益財団法人七十七ビジネス振興財団による新規事業活動等を志している

 

起業家等を対象とした「七十七ニュービジネス助成金」の表彰事業や産学官連携および

 

ものづくり産業集積に伴う起業・新規事業への支援等を行っております。
※詳細については、P68をご参照ください。

【取組事例№5】７７ニュービジネスファンドによる投資

・Ｅ社は、主に宮城県産のホタテ・ホヤ・牡蛎等を取り扱う水産加工業者です。東日本大

震災では、本社・工場が大規模半壊するなど甚大な被害を受けましたが、三陸産の良質

な水産物の流通を維持するため、復興を果たし、地域経済の活性化に貢献しています。

・当行は、事業性評価を通じて、Ｅ社の更なる成長に向けた資本性資金の活用を提案する

ため、当行グループ会社である七十七キャピタル㈱を紹介。七十七キャピタル㈱では、

Ｅ社が事業の拡大や雇用の創出に積極的に取り組んでおり、地元水産業を中心とした地

域経済の発展に大きく貢献していること等を踏まえ、その成長を支援するため、「７７

ニュービジネスファンド」からの投資を実行したものです。

・Ｅ社は、現在、新たな加工工場を建設中であり、加工能力の増大により、地元生産者か

らの受入量拡大を図るとともに、食品の衛生管理基準であるHACCP

 

導入等により製品品

質を更に向上させ、国内のみならず、仙台空港等を活用した販売網の拡大を図っていく

計画です。

７７ニュービジネス
支援資金

創業者等向けの「創業支援口」と第二創業等に取り組む企業または個
人事業者向けの「新事業創出支援口」があり、創業・新規事業等に関
係する運転資金および設備資金にご利用いただけます。

宮城県等の各種制度融資
宮城県の創業育成資金、仙台市の新事業創出支援融資制度等の創業者
向け制度融資を積極的に活用しております。

ベンチャー企業等投資ファンド
｢東北グロース投資事業

 有限責任組合｣

当行、東北経済連合会ほか20団体が35億8千万円を出資し、東北地域
におけるベンチャー企業および第二創業を行う既存企業の成長支援を
目的に投資しております。

ＴＨＶＰ－１号
投資事業有限責任組合

当行、東北大学、東北大学ベンチャーパートナーズ㈱などが96億8千
万円を出資し、東北大学の研究成果を事業化するベンチャー企業に対
して、新産業創出とイノベーション起動を目的に投資しております。

７７ニュービジネス
投資事業有限責任組合

当行および七十七キャピタル株式会社が10億円を出資し、東北地域を
中心に事業を行う企業に対し、主に資本性資金の供給を通じてその成
長を支援し、地方創生への貢献および地域経済の活性化を図ることを
目的に投資しております。
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農林水産業に対する取組み

地域の震災からの復興を後押しするため、アグリビジネス支

 

援体制を強化しております。

農林漁業者の身近なところで6次産業化推進のためのアドバ

 

イス等を行うため、農業経営アドバイザーの資格取得を推奨し

 

ており、平成29年3月末現在20名の行員が同資格を取得してお

 

ります。

また、農林漁業者の資金需要に対しては、公的保証機関であ

 

る宮城県農業信用基金協会を活用した定型融資商品「７７アグ

 

リビジネスローン＜美(み)の里(り)＞」や、宮城県からの利子

 

補給等により実質無利子、無保証料となる特例措置を適用した

 

「農業近代化資金（一般口）」の活用を進めております。

・アグリビジネスの推進

（５）地域産業の育成支援

３.地域経済活性化への取組状況
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＜７７医療・福祉ローン残高・実行件数推移＞

H25/3 H26/3

（億円）

H27/3 H28/3

（件）

医療・介護分野への取組み

医療・介護分野推進のため、推進担当部署に一般財団法人日本医療経営実践協会が実施

 

する「医療経営士3級」の資格認定試験合格者を5名配置するなど、医療・介護分野の推進

 

体制の強化に努めております。

なお、専門の融資商品「７７医療・福祉ローン」は、ご融資の上限金額を設定せず、金

 

利や期間に柔軟に対応できる商品として、平成19年1月の取扱開始から平成29年3月末まで

 

に1,207件ご利用いただいております。

また、医療・介護ビジネスに関する情報提供を行うため、各種セミナーを開催しており

 

ます。

＜医療・介護ビジネス関連のセミナー開催実績＞（平成28年度）

<七十七>介護経営戦略塾
H29/3

セミナー名 開催時期 内容 参加人数

＜七十七＞介護経営戦略塾
プレセミナー

H28/9
「2018年介護保険報酬改正のポイントと対応
策」、「改正社会福祉法から見た介護業界の将
来像」について説明しました。

68先/97名

＜七十七＞介護経営戦略塾
H28/10
～H29/3

介護事業者が抱える様々な経営課題（人材確
保･育成等）の解決に向けた講義・グループワー
クを開催しました（全5回）。

24先/39名

社会福祉法人向け
経営戦略セミナー

H29/3
社会福祉法人の経営環境、人材確保・育成等に
ついて説明しました。

13先/15名
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３.地域経済活性化への取組状況

再生可能エネルギー発電事業

「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が平成24年7月よりスタートして以降、当行

 

では、本部と営業店が一体となり、太陽光発電などの再生可能エネルギー事業の事業構想

 

ヒアリングや情報提供のほか、計画策定のアドバイスや資金計画の検証に至るまで、当行

 

が独自に作成したチェックリスト等を活用しながら、専門的なソリューションの提供と積

 

極的な資金供給に取り組んでおります。

○再生可能エネルギー関連融資実績（取組額ベース）（震災後～平成29年3月末）

204204件件

 

/ 609/ 609億円億円

 ○ 報告書・提案書作成件数：合計175件

事業承継 139
(参考)

個人向け相談 160

経営診断 36

（単位：件）

○ 相談受付件数：合計403件（うち嘱託専門家：63件）

法律 77 税務 79

経営・財務 19

その他 228

（単位：件）

事業承継・Ｍ＆Ａ

高齢化社会の進展を背景として、お取引先の事業承継に関する支援ニーズは高まってお

 

ります。当行では、資産運用サポート課に事業承継・相続対策を専門とするプライベート

 

バンキング担当者を3名、営業渉外課にＭ＆Ａの担当者を2名配置し、営業店と連携し各種

 

ご相談に対応しております。

また、平成25年6月には、宮城県事業引継ぎ支援センター（注）との連携を目的に、セ

 

ンターを運営する公益財団法人みやぎ産業振興機構と秘密保持契約を締結するなど、事業

 

承継やＭ＆Ａニーズを抱えるお取引先に対する支援体制を強化しております。

なお、平成28年度の事業承継やＭ＆Ａ関連の提案実績は以下のとおりとなっております。

※事業承継とは、自社株の評価等事業の承継等に関する相談を、経営診断とは、財務分析、事業開始
に伴う商圏・業界調査等に関する相談をいいます。

(注)宮城県事業引継ぎ支援センター：宮城県を含む東北全域の中小企業（後継者不在企業や事業存続不安を

抱える企業等）の円滑な事業承継を支援するため、公益財団法人みやぎ産業振興機構が運営する宮城県産

業復興相談センター内に設置されている公的支援機関です。

・自社株評価を活用した事業承継スキームの提案

 

378件

・外部専門機関等を活用した広域的Ｍ＆Ａ、ＭＢＯの提案

 

309件

＜経営相談実績(平成28年度)＞

セミナー名 内　　容

事業承継や相続対策
に関するセミナー

お取引先企業向けに、税理士法人やコンサルティング会社などから講師をお招き
し、企業オーナーや地権者の方々の事業承継や相続対策などについて講演を行
いました。計13回開催し、約250名の方にご参加いただきました。

＜事業承継・相続対策関連のセミナー開催実績＞（平成28年度）
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高齢化社会の進展を背景とした相続にかかる相談ニーズの高まりにお応えするため、

 

「七十七『相続』相談ホットライン」を開設しております。ご相談には当行行員がお応え

 

するほか、弁護士、税理士等の専門家へのお取次ぎもしております。専門家と個別に契

 

約する場合を除き、どなたでもお気軽にご利用いただけるよう、料金は無料となってお

 

ります。

なお、「七十七『相続』相談ホットライン」の平成28年度の対応実績は275件となって

 

おります。

七十七「相続」相談ホットライン
フリーダイヤル［０１２０－７８３８－７７］

受付時間（平日

 

9:00～17:00）

３.地域経済活性化への取組状況

・七十七「相続」相談ホットライン

《「七十七『相続』相談ホットライン」
　　　　相談受付実績（平成28年度）》

法律 41

税務 13

その他 221

（単位：件）

【取組事例№6】経営権集約を目的とした株式取得スキーム提案による円滑な事業承継の支援

・Ｆ社は、公共工事が主体の建設業者で、法面工事における独自の工事手法など様々な建

設需要に対応できる技術力を持ち、業界内でも相応の知名度を有しています。

・当行は、Ｆ社に対し事業性評価を通じたヒアリングを進めるなかで、後継者の育成や事

業承継について課題認識していることを捕捉しました。

・Ｆ社の株式の多くは、現在経営に関与していない創業者一族が保有しており、後継者育

成や円滑な事業承継を進めるために、後継者を出資者とする持株会社を活用した株式取

得スキームを提案し、新設した持株会社に対して株式取得資金の融資を実行しました。
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３.地域経済活性化への取組状況

仙台市北部

（大和町・大衡村）

宮城宮城

本店

岩手岩手

北上支店

県境を越えた広域な県境を越えた広域な

 

産業集積エリア産業集積エリア

盛岡支店

岩手県南部

（北上市・金ヶ崎町）

ものづくり産業への支援

仙台市北部から岩手県南部は、自動車や高度電子機械

産業などのものづくり産業の集積が進行するとともに、

宮城県と岩手県の経済交流の進展が期待されております。

平成24年7月、トヨタグループ3社の経営統合によりト

ヨタ自動車東日本㈱が設立されました。平成24年12月に

は、東北初となるエンジン工場が完成し、トヨタの小型

ハイブリッド車用のエンジンの生産が開始され、平成25

年8

 

月には、大衡工場においてハイブリット車の生産が

開始されました。平成27

 

年7

 

月には、大衡工場において

トヨタ自動車東日本㈱が初めて開発から生産まで一貫し

 

て手掛け、フルモデルチェンジした新型小型ミニバンの

 

全量生産が開始され、生産台数の維持・拡大に伴い、関

 

連部品の現地調達の進展等による地元企業の参入が進む

 

ことが期待されています。具体的には、平成28

 

年9

 

月に

若柳金成インター工業団地への進出企業第1

 

号として、

㈱ハイレックスコーポレーションの東北初の工場建設が

 

決定されたほか、12月にはミヤマ工業㈱が同工業団地へ

 

の進出を決定、平成29

 

年1

 

月には㈱イノアックコーポレ

ーションが、築館インター工業団地への進出を決定し、

 

自動車関連企業の集積が進展しております。

（６）ものづくり産業への支援・産学官ネットワークの強化

吉岡支店

また、仙台市ではIT関連企業の立地を推進しており、当行では進出企業に対して、本

 

部・営業店が一体となり、産学官の外部支援機関と連携のうえ、金融面のみならず、地

 

域情報の提供や関連部品の現地調達化支援、従業員へのサポートなどワンストップ対応

 

に取り組んでおります。

産学官ネットワークの強化

当行は、産学の連携を通じた地域の発展と地域経済の活性化に資することを目的とし、

 

国立大学法人東北大学と「連携協力に関する協定」を締結しております。

当協定に基づき、平成25年2月・11月および平成26年11月の計3回、「七十七銀行・東

 

北大学震災復興共同企画『東北大学ラボツアー』」を開催、平成27年度には「七十七銀

 

行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム』」を開催しております。

平成28年11月
産学連携セミナーの様子

平成28年度は、11月から平成29年3月にかけて、

 

「七十七銀行・東北大学共同企画『地方創生・産

 

学連携プログラムⅡ』」を開催いたしました。研

 

究室訪問等を中心に技術課題と研究シーズのマッ

 

チングを支援する従来の企画を発展させ、具体的

 

な成果の創出を目指し、東北大学との協働による

 

参加者へのフォローアップや、複数の教員が課題

 

解決のアドバイスを行う会議を実施し、累計60

 

社・団体の88名の方にご参加いただきました。
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３.地域経済活性化への取組状況

当行は、産学官が連携して地域の復興を支援するため、平成25年12月に「『新しい東北』官

 

民連携推進協議会」に参画しております。

本協議会は、震災からの復興を加速し、国が目標として掲げる「『新しい東北』の創造」

 

（注）を実現するため、産学官がそれぞれの得意分野・支援ツール等を持ち寄り、連携し

 

て復興への取組みを推進しようとするものです。

また、当行は本協議会の下部組織である｢復興金融ネットワーク｣にも参画しております。

本ネットワークにおいて、復興庁や他の会員と産業復興に関する情報共有、共通の課題に

 

ついて意見交換を行い、被災地のお取引先に円滑な資金供給ができるよう、きめ細やかな

 

支援を実施してまいります。
（注)「新しい東北」の創造：安倍内閣が復興事業を推進する中で掲げる目標で、人口減少・高齢化・産業空洞

化などの課題を解決し、国内や世界のモデルとなる社会を全国に先駆けて被災地で形成する取組みです。

・「『新しい東北』官民連携推進協議会」への参画

・「『ふるさと投資』連絡会議」への参画

当行は、平成26年10月、地域経済の活性化を支援するために、内閣官房地域活性化統合

 

事務局（現：内閣府地方創生推進室）により設立された「『ふるさと投資』連絡会議」に

 

参画しております。

本会議は、地域の資源を活用したプロジェクトを支援し、地方への新たな資金の流れを

 

つくる「ふるさと投資」（注）の普及・促進を図ることを目的に、地方公共団体や地域金

 

融機関で構成され、各地の先進的な取組みの研究等を通じて、地域経済活性化の支援へ繋

 

げていくものです。

・「みやぎ地域産業支援プラットフォーム」への参画

当行は、平成25年9月、中小企業庁が行う専門家派遣事業の窓口機能等を担う「みやぎ地

 

域産業支援プラットフォーム」に構成機関として参画しております。

本プラットフォームを活用し、県内商工団体、他金融機関等の構成機関と連携し、専門

 

家の派遣、各種イベントの開催、国等の各種中小企業支援策に関する情報の発信など、

 

様々な中小企業支援の取組みを行っております。

平成25年10月、既存建物の耐震改修や、高い環境性能を備えるための改修・建替え等を

 

促進し、地域活性化や地球温暖化対策を推進するため、国土交通省および環境不動産普及

 

促進機構との間で、老朽不動産の再生促進を目的としたパートナー協定を締結しておりま

 

す。

 

●

・老朽不動産の再生促進を目的としたパートナー協定の締結

（注）ふるさと投資：地域資源の活用やブランド化など、地域活性化に資する取組みを支える様々な事業に対

するクラウドファンディング等の手法を用いた小口投資のことを言います。

・商工会議所等との提携

当行では、地域金融機関として地元のお取引先企業に対する経営相談・支援機能の取組

 

みを強化する観点から、宮城県内の商工会議所および宮城県商工会連合会と提携しており

 

ます。提携商工会議所等の会員は、特定の融資商品を優遇金利でご利用いただくことがで

 

きます。

提携先 提携融資商品 宮城県内取扱実績

　　宮城県商工会連合会

　　仙台商工会議所

　　石巻商工会議所

　　古川商工会議所

　　塩釜商工会議所

　　気仙沼商工会議所

７７ビジネスローン
<アクティブ>

788件/
6,590百万円

《宮城県内商工会議所との提携実績(平成29年3月末)》
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（７）他行との連携による支援

地域再生・活性化ネットワークの構築

宮城県、三井住友銀行との産業振興に関する協力協定締結

宮城県内企業と県外企業の取引促進やものづくり産業の集積に向けた連携を強化するこ

 

とで、宮城県における産業経済の成長を促進し地域全体の活性化を図る観点から、当行は、

 

宮城県および三井住友銀行と「産業振興に関する協力協定」を締結しております。

これまで、協定に基づく事業として、自動車関連産業参入や海外ビジネスに関するセミ

 

ナー等を企画したほか、震災復興に向けた取組みの一環として、県内への投資促進を目的

 

とした産業復興セミナーを開催しております。

平成25年3月、宮城県と北海道の各地域におけるお取引先等の交流支援・情報支援を通

 

じて、各々の地域経済の発展に寄与することを目的として、北海道銀行と業務提携を行い

 

ました。

平成28年3月、北海道新幹線開業に合わせ、東北・北海道の地方銀行10行と連携し、

 

「北海道じゃらん」および「関東・東北じゃらん」の北海道新幹線開業記念企画「道南・

 

東北の魅力再発見！！」において、広域観光ルートやお勧め観光スポット等の情報を北海

 

道、東北、首都圏へ広く発信いたしました。

また、平成29年2月には、ほくほくフィナンシャルグループと東北の地方銀行10行等が

 

連携し、東京において「北海道・東北・北陸ビジネスマッチングin東京～6次産業化商談

 

会～」を開催し、展示商談会と個別商談会を行っております。

北海道銀行との業務提携

３.地域経済活性化への取組状況

地方銀行8行（北海道、千葉、八十二、静岡、京都、

 

広島、伊予、福岡）と、各行の経営基盤・営業エリアに

 

おいて有する情報・ネットワークを活用し、新たな価値

 

の共創、地域経済の再生および活性化を図るため、「地

 

域再生・活性化ネットワークに関する協定書」を締結し

 

ております。

また、広域連携の利点を活かし、大規模災害が発生し

 

た場合でも、各行が安定的に金融機能を提供できるよう、

 

「大規模災害発生時の広域相互支援協定」を締結してお

 

ります。



「指定金融機関」

を受託

28

｢指定代理金融

機関｣を受託

　　　7

指定なし １

（単位：先）
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３.地域経済活性化への取組状況

地方公共団体向けの資金供給等の状況

指定金融機関受託業務については、宮城県内36の地方公共団体のうち、35団体から公金

 

取扱業務を受託（指定金融機関、指定代理金融機関合計）しており、公金の収納や支払等

 

の事務を通じ、幅広く県内の皆さまにご利用いただいております。

（８）地方公共団体との連携

当行は、地域の再生に向け、地域の復興施策の実行主体である地方公共団体等に対する

 

円滑な資金供給に努めております。平成29年3月末現在、当行は宮城県内36の地方公共団体

 

のうち、35団体に貸出をご利用いただいております。

また、当行は、地域の皆さまの利便性を考慮し、地方公共団体の庁舎内や関連施設内39ヵ

 

所に、47台のＡＴＭを設置しております。（平成29年3月末現在）

《宮城県内地方公共団体からの指定金融機関業務の受託状況（平成29年3月末）》

平成28年度には、宮城県内外の地方公共団体による起債を合計903億円お引受けしており

 

ます。また、お客さまの地方債購入ニーズにお応えするため、当行引受額のうち19億円に

 

ついて、お客さまへ販売しております。

起債の引受け・販売

《宮城県内地方公共団体発行市場公募地方債の引受状況》

《共同発行公募地方債の引受状況》

取引地方公共団体数 残高 取引地方公共団体数 残高

平成28年3月末 35 5,952 36 14,830

平成29年3月末 35 4,969 36 11,215
（注）特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

貸出金 （参考）預金・譲渡性預金

（単位：先、億円）

《宮城県内地方公共団体向け貸出金等の状況》

（単位：億円）

うち当行引受額

平成28年度 550 109

市場公募地方債発行総額

うち当行引受額

平成28年度 12,040 760 12

（単位：億円）

うち宮城県・仙台市調達分

共同発行公募地方債発行総額
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３.地域経済活性化への取組状況

震災以降、地方公共団体等が主導するＰＰＰ/ＰＦＩの増加や、各種復興プロジェクト等

 

に関連した資金需要の発生が見込まれることから、当行では、ＰＦＩ案件の組成段階から関

 

与するなど、地方公共団体との関係を一層強化しております。

当行は、これまで宮城県内で12件のＰＰＰ/ＰＦＩ事業について融資金融機関として参加

 

しており、うち6件についてはメイン行としてアレンジャー業務を行っております。

ＰＦＩ事業への取組み

＜当行の宮城県内におけるＰＰＰ/ＰＦＩ取組実績＞

発注者 ＰＰＰ／ＰＦＩ事業（当行の関与）

松森工場関連市民利用施設整備事業

（融資金融機関、アレンジャー兼エージェント）

野村学校給食センター整備事業

（融資金融機関、アレンジャー兼エージェント）

養護老人ホーム改築事業

（融資金融機関、アレンジャー）

消防学校移転整備事業

（融資金融機関、アレンジャー）

学校給食センター整備運営事業

（融資金融機関、アレンジャー）

南吉成学校給食センター整備事業

（融資金融機関、アレンジャー）

学生寄宿舎整備事業

（融資金融機関）

天文台整備・運営事業

（融資金融機関、コ・アレンジャー）

消防本部庁舎移転整備事業

（融資金融機関、コ・アレンジャー）

教育・福祉複合施設整備事業

（融資金融機関、建中アレンジャー）

女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業

（融資金融機関）

仙台空港特定運営事業

（融資金融機関）

仙台市

石巻地区
広域行政事務組合

東松島市

東北大学

仙台市

仙台市

石巻地区
広域行政事務組合

宮城県

仙台市

女川町

宮城県

国土交通省
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当行では、各自治体における有識者会議等に委員を派遣し、復興特区制度による規制等

 

の特例を受けるための推進計画の策定等に関わるなど、復興に向け人的な側面からも支援

 

を継続しております。

・当行が参画している主な復興関連有識者会議等

有識者会議等への参画

地方公共団体関連事業への人材派遣

当行の地方公共団体関連事業への人材派遣実績は平成29年3月末で3名となっております。

＜その他会議等＞

＜復興推進協議会＞

一般社団法人東松島みらいとし機構 販路回復・開拓支援事業企画委員会

一般社団法人南三陸福興まちづくり機構 宮城県プロフェッショナル人材戦略協議会

次世代自動車イノベーション推進協議会 企業連携プロジェクト支援事業アドバイザリー・ボード

みやぎ知と医療機器創生拠点推進協議会 一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

みやぎ移住・定住推進県民会議 「新しい東北」官民連携推進協議会

宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会 「ふるさと投資」連絡会議

農林漁業復旧・復興支援委員会 三陸地域水産加工業等振興推進協議会

みやぎ６次産業化推進連絡会議

仙台市復興推進協議会 大船渡市復興推進協議会 栗原市復興推進協議会

塩釜市復興推進計画地域協議会 陸前高田市復興推進協議会 石巻市復興特区金融協議会

気仙沼市復興特区金融協議会 蔵王町復興推進協議会 相馬市復興推進計画地域協議会

南相馬市復興推進協議会 山元町復興推進協議会 女川町復興特区金融協議会

大和町復興推進協議会 富谷市復興推進協議会 登米市復興推進協議会

いわき市産業復興・雇用創出協議会 大衡村復興推進協議会 　

釜石市復興推進協議会 岩沼市復興推進協議会
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当行では、アジアビジネス支援室が中心となり、海外の2つの駐在員事務所（上海・シン

 

ガポール）や、海外への派遣行員、外部提携機関等と連携し、お取引先の海外進出や海外

 

への販路開拓、各種貿易取引等の海外ビジネス支援を行っております。

３.地域経済活性化への取組状況

海外ビジネス支援体制の拡充

（９）アジアビジネス支援

・シンガポール駐在員事務所の開設

お取引先の海外ビジネスに関する支援ニーズが、アセアン諸

 

国等へ拡がりを見せるなか、平成28年5月、アセアン諸国の金

 

融の中心であり、情報および企業が集積するシンガポールに駐

 

在員事務所を開設いたしました。シンガポールへの拠点設置は、

 

東北の地方銀行では初めてです。

○シンガポール駐在員事務所の主な業務内容

・お取引先のアセアン諸国等への進出支援および貿易・投資・金融に関する情報提供

・アセアン諸国等の経済、金融事情等調査および投融資等に関する情報の収集

・海外への行員派遣の拡充

アジアを中心に当行行員を海外金融機関等に派遣するなど、海外での人的ネットワークの

 

拡充に努めています。

現在、上海およびシンガポール駐在員事務所の駐在員を含め、中国（大連、上海）、香港、

 

シンガポール、タイ（バンコク）、米国（ニューヨーク）、英国（ロンドン）へ合計12名の

 

行員を派遣しております。今後も、これらの人的ネットワークを活用し、お取引先の海外ビ

 

ジネス支援に努めてまいります。

・上海駐在員事務所によるサポート

当行では、上海駐在員事務所のスタッフによる貿易・投資・金融等の情報提供および、中

 

国現地で開催される商談会の運営支援や個別の販路開拓支援等、お取引先の中国ビジネスに

 

関するきめ細かなサポートを行っています。

平成28年11月には、中国での部材調達や販路拡大を目的とした「2016大連－地方銀行合同

 

ビジネスマッチング商談会」を､平成29年2月には中国経済に関する最新情報および参加企業

 

間の交流機会の提供を目的とした「上海ビジネス交流会2017」を地方銀行等と合同で開催い

 

たしました。

・海外機関等との連携強化

平成28年9月、メキシコの州政府であるグアナファト州､

 

ヌエボ・レオン州および地場金融機関であるBanamex

 

と海

外進出支援等にかかる業務提携を行いました。

また、平成29

 

年2

 

月には、海外展開を志向する中小企業

 

に対する進出支援等で連携することを目的に、独立行政法

 

人国際協力機構（JICA）東北支部との業務提携・協力に関

 

する覚書を、平成29

 

年4

 

月には、香港最大の独立系地場銀

 

行であり、中国本土においても外国銀行としては最大級の

 

拠点網を持つ東亜銀行と業務協力に関する覚書をそれぞれ

 

締結いたしました。
東亜銀行との業務協力に関する覚書

 

締結式の様子

海外ビジネス支援体制を強化するため、海外機関等との連携を進めております。
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３.地域経済活性化への取組状況

《海外ビジネスに関する提携状況（平成29年3月末）》

※ユナイテッド・オーバーシーズ銀行の対象国：シンガポール、中国、香港、インドネシア、日本、マレーシア、ミャンマー、

タイ、ベトナム

提携機関等 対象国 ご提供サービス等

バンコック銀行 タイ

バンクネガラインドネシア インドネシア

メトロポリタン銀行 フィリピン

ベトコムバンク ベトナム

ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 アジア9カ国（※）

中國信託ホールディング 台湾

新韓銀行
ＳＢＪ銀行

韓国

東亜銀行 香港・中国

インドステイト銀行 インド

Banamex メキシコ

香港貿易発展局 香港 香港における食品関連企業を中心としたビジネスマッチングの支援

ファクトリーネットワークチャイナ 中国 中国製造業者からの部材調達支援や中国企業の信用照会等

バンコク・コンサルティング・
パートナーズ

タイ
タイ進出に関する各種コンサルタント、現地法人の設立登記、各種
認可申請、税務関連申告、法務相談等

ジェイ・ウィル・インターナショナル
J-Will International(Thailand) Co.,Ltd

タイ タイ進出に関する各種コンサルタント、現地法人への各種支援業務

アグアスカリエンテス州
ハリスコ州
グアナフアト州
ヌエボ・レオン州

メキシコ
メキシコに関する現地情報の提供や、　現地への進出支援等
（㈱国際協力銀行（JBIC）が各機関と締結した覚書に参加する形で
の業務提携）

宮城県 中国
宮城県大連事務所と当行上海駐在員事務所との連携を中心とした
中国ビジネス支援

東北経済連合会 アジア地域
東北経済連合会中国事務所と当行上海駐在員事務所との連携を
中心としたアジアビジネス支援

DBJアジア金融支援センター アジア地域 アジア各国に関する各種ビジネス相談および現地情報の提供等

JICA東北支部 海外全般 海外ネットワークを活用した現地情報の提供や、海外進出支援等

日本貿易保険 海外全般
貿易取引や海外投資の際のリスクを軽減させることが可能な貿易
保険の紹介

日本通運仙台支店 海外全般 国際物流に関するノウハウの提供や各国の投資環境情報の提供等

セコム

綜合警備保障

対象国の現地における融資や預金口座開設、外国送金等の支援、
専門家紹介、現地情報の提供、各行のノウハウを活用した現地へ
の進出支援等

海外全般
両社の海外ネットワークやノウハウを活用した、海外のセキュリティ
に関する情報提供等

海
外
金
融
機
関
等

地
方
公
共

団
体
等

国
内
専
門
機
関

海
外
専
門
機
関
等

国内における預金口座開設支援、同行のノウハウを活用した現地
への進出支援等
（㈱国際協力銀行（JBIC）が各機関と締結した覚書に参加する形で
の業務提携）
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取引先に対する海外ビジネス支援状況

お取引先の海外での販路拡大、調達先の多様化等のニーズにお応えするため、海外での

 

ビジネスマッチングに積極的に取組んでいます。平成28年度は、ベトナム（ホーチミン・

 

ハノイ）、タイ（バンコク）、および中国（青島・上海）等において合計8回の商談会を開

 

催し、お取引先の販路開拓等を支援いたしました。

《海外での商談会等開催実績（平成28年度）》

・海外ビジネスマッチング

海外金融機関との提携を通じ、当行が現地銀行宛に差し入れるスタンドバイＬ／Ｃを活

 

用するなど、お取引先の現地での資金調達を支援しております。

・海外提携機関を活用した資金調達支援

○スタンドバイＬ／Ｃ発行実績(アジアビジネス支援室設置～平成29年3月末)

 

1111件件

【取組事例№7】取引先海外現地法人の事業拡大に向けた支援

・Ｇ社は精密機械部品等の製造会社で、国内工場およびベトナム現地法人にて製造を行っ

ています。

・現地法人では、受注増加に伴う運転資金の調達を検討していましたが、取引のあるベト

コムバンクでは、信用力が十分でないことから、高い金利での借入を余儀なくされるこ

とが課題となっていました。

・当行では、スタンドバイＬ／Ｃを利用したベトコムバンクからの借入スキームを提案し、

既存借入より低い金利での資金調達を支援いたしました。なお、ベトコムバンクへのス

タンドバイＬ／Ｃ発行は地方銀行では初めてです。

商談会名 時期／場所 内　容

FBCハノイ2017ものづくり商談会
H29/2

ベトナム・
ハノイ

地方銀行等12団体との共催により開催した製造業関連企
業を対象とした商談会で、当行お取引先5社を含む108社
が出展しました。

ビジネスマッチングin台北・新竹
H28/11

台湾・台北・
新竹

宮城県等との共催により開催した宮城県内に本社や事業
所を有する製造業、情報産業関連企業等を対象とした商
談会で、当行のお取引先6団体11社が出展し、延べ約33
件の商談が行われました。

2016大連－地方銀行合同ビジネス商談会
H28/11

中国・大連

地方銀行17行および大連市人民政府との共催により開催
した製造業や食品関連等を対象とした商談会で、当行の
お取引先15社を含む160社が出展しました。

2016中国青島商談会ミッション
H28/7

中国・青島

東経連ビジネスセンター等との共催により開催した食品加
工業や電機・機械等製造業者を対象とした商談会で、当
行のお取引先9社を含む10社が出展し、延べ約45件の商
談が行われました。

ＦＢＣ上海２０１６ものづくり商談会
H28/9

中国・上海

地方銀行および自治体等33団体との共催により開催した
製造業関連企業を対象とした商談会で、当行お取引先12
社を含む447社が出展しました。

地銀－ＣＴＢＣ上海合同商談会
H28/9

中国・上海

協力協定締結先である中國信託ホールディングの傘下銀
行である中国信託商業銀行（ＣＴＢＣ）の協力のもと、地方
銀行5行との共催により開催した農林水産業や電機・機械
関連企業を対象とした商談会で、当行のお取引先5社を含
む27社が出展しました。

H28/6
タイ・バンコク

Mfairバンコク2016ものづくり商談会
地方銀行および自治体等35団体との共催により開催した
製造業関連企業を対象とした商談会で、当行お取引先5
社を含む191社が出展しました。

地方銀行6行およびコンサルティング会社との共催により
開催した資材・部材の調達等を目的とした商談会で、当行
お取引先4社を含む22社が出展しました。

H28/5
ベトナム・
ホーチミン

地方銀行合同商談会ｉｎホーチミン
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海外進出や海外取引を希望するお取引先等を対象として、現地の経済情勢や投資環境等の

 

視察・調査を目的に海外への視察団（海外ミッション）を派遣しています。

平成28年10月には20回目となる「ベトナム・シンガポール投資環境視察団」を派遣し、安

 

価で質の高い労働力を背景に「チャイナプラスワン」の生産拠点として注目を集めているほ

 

か、個人消費が堅調に伸びており消費市場としての魅力が高まっているベトナムと、東南ア

 

ジアの中心に位置し、世界中の企業がアセアン統括拠点を設置するなど、ヒト・モノ・カネ

 

そして情報が蓄積し、アセアン諸国でビジネス展開する際のゲートウェイであるシンガポー

 

ルを視察しました。

・海外ミッションの派遣

お取引先等に対して海外ビジネスに関する最新の情報を提供するため、各種セミナーを開

催しております。

平成28年7月には、外務省が行う「日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業」の認定

 

を受けた「シンガポール駐在員事務所開設記念セミナー」を当行本店において開催するなど、

 

合計21回のセミナーを開催し、延べ約950人の方にご参加いただきました。

・海外ビジネス関連の情報提供

《海外ビジネスに関するセミナー開催状況（平成28年度）》

・海外ビジネス情報誌「Global

 

Letter」の発行

海外で活躍されているお取引先のインタビュー記事や、当行の海外派遣行員による現地の

最新情報などを掲載する海外ビジネス関連情報誌「Global Letter」を年4回発行しています。

時　期 セミナー名 開催地

平成28年 5月 実践グローバルビジネス講座「マレーシア・ビジネスチャンス・セミナー」 仙　台

　　　6月
実践グローバルビジネス講座
「香港・台湾の日本食品市場」セミナー＆個別相談会

仙　台

　　　6月 ＴＰＰ協定活用セミナー 仙　台

　　　6月 実践グローバルビジネス講座「アフリカ・ビジネスセミナーｉｎ仙台」 仙　台

　　　7月 実践グローバルビジネス講座「ホーチミンで売り込む！ＭＩＹＡＧＩブランド」 仙　台

　　　7月 中国主要都市ビジネスセミナー 青島、大連、上海

　　　7月 米国食品安全強化法セミナー～入門編～ 仙　台

　　　7月 シンガポール駐在員事務所開設記念セミナー 仙　台

　　　7月
実践グローバルビジネス講座
「中堅・中小企業等の海外展開における高度外国人材の活用セミナー」

仙　台

　　　8月 実践グローバルビジネス講座「台湾との連携で広がるものづくり産業」 仙　台

　　　8月 実践グローバルビジネス講座「ベトナム投資環境セミナー」 仙　台

　　　9月
情報活用セミナー2016in仙台
「ビジネスの新展開　～東北から国内、そして海外へ～」

仙　台

　　　9月 セミナー「タイ：地域統括本部と貿易ハブ」・個別相談会 仙　台

10月
実践グローバルビジネス講座
「輸出へ向けた地理的表示（GI）セミナーin仙台」

仙　台

10月
実践グローバルビジネス講座
「農林水産物・食品輸出商談スキルセミナー」

仙　台

11月 上海ビジネス交流会　実務セミナー 上　海

平成29年1月
実践グローバルビジネス講座
「香港及び香港を経由した中国販路開拓セミナー」

仙　台

1月 実践グローバルビジネス講座「海外ビジネス・リスクマネジメントセミナー」 仙　台

2月 デザイン商品の海外販路開拓セミナー 仙　台

2月 国際経済情勢セミナー 仙　台

3月
実践グローバルビジネス講座
「ＥＵにおける宮城県企業の可能性と英国ＥＵ離脱の影響」

仙　台



－
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３.地域経済活性化への取組状況

（１０）地域への情報提供等

当行は復興支援や販売戦略、相続対策などの情報提供の充実を図るため、各種セミナー・

 

講演会を開催しております。

復興支援等にかかるセミナー・講演会の開催

《外部講師によるセミナー・講演会等開催実績》

当行では、地域の皆さまの企業経営・社員教育に貢献するため、各種セミナー、研修会

 

を開催するとともに、お取引先の希望するテーマの研修等への講師派遣を行っております。

地元企業の研修会等のサポート

《当行行員講師による講演会・研修会の実績》

内　　容講演会名等

夏季講演会

平成28年7月、日本経済および地域経済の動向に関する情報を提供するため、法政大学
大学院政策創造研究科の教授で日本経済研究センター理事・研究顧問の小峰隆夫氏をお
招きし、「アベノミクス、地方創生の行方」と題して、ご講演いただく夏季講演会を開催いた
しました。当日は、約200名の方にご参加いただきました。

春季講演会

平成29年2月、政治・経済に関する情報を提供するため、双日総合研究所チーフエコノミス
トの吉崎達彦氏をお招きし、「今後の内外情勢と日米関係」と題して、新大統領就任後間も
ない米国とわが国との今後の関係などについてご講演いただく春季講演会を開催し、約
350名の方にご参加いただきました。

新入社員研修会
（営業渉外部）

平成29年4月、宮城県内各地に当行行員を講師として派遣し、お取引先等合計
121社約660名の方に対して、社会人として必要な挨拶・電話応対等の研修を行
いました。

接遇応対研修会
（営業渉外部）

お取引先企業等に当行行員を講師として派遣し、合計23社約300名の方に対し
て、挨拶・電話応対等のビジネスマナーや銀行の活用法等の研修を行いました。

内容講演会名等

各種講演会および研修会
（地域開発部）

お取引先企業等に当行行員を講師として派遣し、15先延べ約1,300名の方に対し
て、宮城県の経済情勢と今後の見通しなどについて、講演、研修を行いました。



３.地域経済活性化への取組状況

各種調査結果の公表

宮城県内約750社の企業を対象に、県内の景況感等の把握を目的としたアンケート調査

 

を実施し、分析結果を調査月報にて公表しております。また、同時に震災の影響等に関す

 

るアンケートを実施し、結果を公表しています。

当行では、宮城県の経済や産業の動きなどをとりまとめた情報誌「調査月報」を発行

 

しております。ＨＰでもご覧いただけます。

・県内企業動向調査（平成28年度4回実施）

・調査月報（毎月発行）

－
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《各種セミナー等の開催状況(平成28年度)》

お客さまに金融資産の運用に関する情報を提供するために、当行の本部行員や外部講師

 

による各種セミナーを宮城県内各地で開催しております。

資産運用セミナー等の開催

・経済波及効果に関する調査（随時）

当行では、県内企業動向調査などの定例調査以外にも、地元のイベント等に関する経済

 

波及効果などの調査・公表を行っております。

当行は、外部出向者の約8割を宮城県内企業に派遣しております。

地元企業への人材派遣

《宮城県内企業への人材派遣実績(平成29年3月末)》

うち宮城県内企業 同比率

55   47   85.5%

（注）当行のグループ会社、関連団体への出向者を含みません

外部出向者数

（単位：人）

開催回数
（うち休日開催）

開催場所 参加人数（累計）

資産運用セミナー
43回
（7回）

ホテル白萩ほか 1,165名

投資信託セミナー 2回 本店4階大会議室 317名

ライフステージセミナー
4回

（2回）
TKPガーデンシティ仙台ほか 76名
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当行は、宮城県の産業振興と経済発展への貢献を目的として、平成10年4月に
七十七ビジネス振興財団を設立しております。

３．地域経済活性化への取組状況

・企業への応援・起業家への支援

七十七ビジネス振興財団では、評価の高い商品・サービス、優れた技術力・経

 

営手法を持ち、県内の産業・経済の発展に寄与した企業を対象とした「七十七ビ

 

ジネス大賞」と、新規性・独創性のある技術やノウハウ等により積極的な事業展

 

開を行っている企業、および新規事業活動を志している起業家を対象とした「七

 

十七ニュービジネス助成金」の表彰事業（年1回、贈呈式11月）を行っておりま

 

す。

・講演会・セミナーの開催

学識経験者や各界著名人を講師にお招きし、地

 

域の産業振興および企業経営に関するテーマで講

 

演会を定期的に開催しております。

平成28

 

年4

 

月には、講師にアレックス株式会社

代表取締役社長兼ＣＥＯ・グーグル日本法人元代

 

表取締役社長

 

辻野晃一郎氏をお招きし、

 

「『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教

 

えてくれた』～しがらみを捨てると世界の変化が

 

見える」と題し、ご講演いただき、約160名の方

 

にご参加いただきました。平成28年9月には、特

 

定テーマセミナー「デザインマーケティングセミ

（１１）公益財団法人七十七ビジネス振興財団

・ビジネス情報誌の発行

当財団が表彰・助成したお取引先を紹介する企業インタビュー、企業経営・起業に

 

あたり必要となる各種情報、県内の各界有識者の方々による随筆等を中心に構成した

 

情報誌「七十七ビジネス情報」を年4回発行しております。

ナー」を開催いたしました。講師に東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブ

 

デザイン学科教授

 

坂手勇次氏をお招きし、商品企画から販促までの過程で、どのよ

 

うなデザインが顧客ニーズを掴み、売れる仕組み作りに役立つのかについて講演いた

 

だき、約50名の方にご参加いただきました。

また、平成29

 

年2

 

月には、講師に株式会社気仙沼ニッティング代表取締役社長

御手洗瑞子氏をお招きし、特定テーマセミナー「起業家セミナー」～地方は挑戦に満

 

ちている～を開催いたしました。講演では、起業への想いや現在のビジネスモデル、

 

事業展開に至るまでのエピソードをお話しいただき、約50名の方にご参加いただきま

 

した。

特定テーマセミナー「起業家セミナー」
～地方は挑戦に満ちている～

《平成28年度表彰先》

第19回七十七ビジネス大賞 第19回七十七ニュービジネス助成金

株式会社白石倉庫（白石市） エーアイシルク株式会社（仙台市）

株式会社タカカツホールディングス（大崎市） 株式会社ＪＤSound（仙台市）

株式会社セッショナブル（仙台市）

株式会社デザインココ（仙台市）

　 株式会社ミヤギタノイ（刈田郡七ヶ宿町）



第第ⅢⅢ部部

地域社会への各種支援活動地域社会への各種支援活動
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・「七十七スターライトシンフォニー」（コンサート）の開催
・「七十七ふれあいコンサート」の開催

平成29年度の主な計画

・学生向けスポーツイベントの開催
・地元プロスポーツ（楽天、ベガルタ、８９ＥＲＳ）への協賛

・七十七愛の募金会
・企業献血の実施

・地域行事やイベントへの参加・協力
・営業店でのロビー展の開催

・省エネ型設備の導入
・クールビズ・ウォームビズの実施

・小学生向け就業体験プログラム「スチューデント・シティ」の活動
・地元大学への提供講座の継続実施

環境問題への取組み

地域社会の一員として。

これまでも、これからも、

私たちは、地域の皆さまと共に歩み続けます。

平成29年度社会貢献活動計画

１．地域の復興・活性化を後押しするため、金融サービスの提供を通じた貢献活動を

推進してまいります。

２．社会貢献に対する役職員の意識の醸成を図るため、地域行事やボランティア活動

への参加など、社会貢献活動への積極的な参加を推進するとともに、その活動を支

援してまいります。

３．将来の担い手の育成に貢献するため、子どもたちや若者向けに、当行の実務知識

やノウハウを活かした教育の支援に積極的に取り組んでまいります。

社会貢献活動の基本方針

当行では、「地域との交流」、「環境問題への

 

取組み」、「金融教育の支援」、「文化活動の後

 

援」、「スポーツの振興」および「社会福祉への

 

貢献」の6つのテーマを掲げ、さまざまな社会

 

貢献活動に取り組んでおります。

地域社会の一員として地域社会との交流を

 

深めるとともに、文化・教育振興支援、社会福

 

祉活動等の社会貢献の継続的な活動を通じ、

 

地域との共栄、地域奉仕を実践してまいります。

１．社会貢献活動

地域との交流

金融教育の支援

文化活動の後援

スポーツの振興

社会福祉への貢献

東北学院大学への提供講座

バドミントン日本リーグ大会



（１）地域との交流

１．社会貢献活動

－ 71 －

地域行事への参加

ロビー展の開催

営業店のロビー等を開放し、写真展や絵画展を開催する

 

など、地域のさまざまな活動を紹介しております。

平成28

 

年12

 

月には、クリスマスをテーマに園児が描いた

 

絵画を営業店のショーウィンドーに展示する「クリスマス

 

絵画展」を一番町支店や六丁目支店など計5ヵ店で開催いた

 

しました。

平成29年5月、第33回「仙台青葉まつり」が開催され、行員約200名がまつりのハイライト

 

である山鉾巡行に参加いたしました。当行の「七福大太鼓山鉾」の勇壮な太鼓の音が響く中、

 

この日のために練習を重ねてきた踊り手の演舞に観客から拍手と声援が送られました。

毎年8月に開催される東北三大祭りの一つである「仙台七夕まつり」では、まつりの会場

 

となるアーケード内の営業店と本店営業部前に七夕飾りを飾っているほか、毎年1月に行わ

 

れる小正月の伝統行事である「どんと祭」では、大崎八幡宮へ裸参りを行っており、平成29

 

年1月には、約50名の行員が参加いたしました。

また、各営業店もお祭りや各種イベントなど地域の行事への積極的な参加を通じ、地域と

 

の交流を図っております。平成28年8月に行われた「気仙沼みなとまつり」に行員約40名、

 

「白石夏まつり」に行員約20名、「富谷町ふるさとまつり」に行員約30名が参加したほか、

 

平成28年9月には、竹駒神社において秋季大祭が行われ、約70名の行員が神輿を担いで岩沼

 

市内を巡行いたしました。

「子ども110番の家」の活動

平成26年2月より、地域の防犯活動支援の一環として、宮城県警察と連携し「子ども110番

 

の家」の活動を行っております。

本活動は、不審者に声をかけられた場合などに、最寄りの当行営業店に駆け込んでいただ

 

き、当行が警察等に連絡するなど、地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていく取組みです。

どんと祭 竹駒神社秋季大祭

「仙台七夕おもてなし隊」への参加

平成28年8月、仙台七夕まつり協賛会（事務局：仙台商工

 

会議所）が結成した「仙台七夕おもてなし隊」に、当行行

 

員16名が参加し、写真撮影のお手伝いや会場・飲食店の道

 

案内、七夕飾りの説明等を行う活動を実施いたしました。

仙台青葉まつり



（２）環境問題への取組み

地域金融機関として環境に対する当行の考え方を明確化し、地域の自然環境を保全し環

 

境負荷の軽減を図る取組みを積極的かつ継続的に推進するため、「環境方針」を制定し、

 

公表しております。

 

本方針のもと、持続可能な社会の形成に向け、環境保全活動を推進してまいります。

１．社会貢献活動

環 境 方 針
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七十七銀行は、良き企業市民として、美しく豊かな自然環境を守り、次の世代により

 

良く引き継いでいく社会的責務があると考えています。

当行は、経営の基本理念である行是の第一に掲げる「奉仕の精神の高揚」という考え

 

方のもと、地域社会と共生する企業を目指し、持続可能な社会の形成に向け環境保全

 

活動に積極的かつ継続的に取り組んでまいります。

被災した地域の環境保護・再生への取組み

当行は「日本の森を守る地方銀行有志の会」のメンバーとして、美しい健全な自然を次

 

世代に引き継いでいくための活動を行っております。この「日本の森を守る地方銀行有志

 

の会」は、各行の森づくり活動等の情報をネットワーク化することにより、国土の7割を

 

占める日本の森を守る活動を支援する目的で発足した組織です。

平成25年4月に仙台市で開催された「日本の森を守る東北サ

 

ミット」では、震災により甚大な被害を受けた海岸防災林を再

 

生するため、新入行員135名がクロマツの苗木約750本の植樹を

 

行いました。苗木は順調に成長しており、今後も地元金融機関

 

として当行が管理してまいります。

【基本理念】

【行動指針】

１．環境に関連する法規制、協定およびその他当行が同意する事項を遵守します。

 

２．省エネルギー、省資源およびリサイクル活動を推進し、環境負荷の軽減に努めます。

 

３．環境に配慮した金融商品、サービスの提供により、環境保全に取り組むお客さまを

 

支援します。

 

４．役職員一人ひとりが環境問題に対する認識を深め、地域社会の環境保全活動を推進

 

するために、啓発活動に取り組みます。

金融商品・サービスを通じた環境保全活動

当行では、金融商品・サービスを通じて、環境保全活動等の社会貢献活動に積極的に取

 

り組む企業や、個人のお客さまを支援しております。

・地球温暖化防止、リサイクル関連設備導入等に取り組む企業を対象とした「＜七十七＞社

会貢献活動支援ローン」および「社会貢献活動支援私募債」をお取扱いしております。

・環境配慮型企業等への投資を対象とした投資信託 「フィデリティ・スリー・ベーシック・ファ

ンド（水と大地とエネルギー）」をお取扱いしております。

・エコカー等を購入するお客さまに対しマイカープランの金利引下げを実施しております。

春の「ポイ捨て」防止キャンペーンへの参加

平成28年5月、「Ｇ7仙台財務大臣・中央銀行総裁会

 

議」の開催等で来仙される皆さまに歓迎の意を表する

 

ため、仙台中心部の清掃活動を行い、当行行員約50名

 

が参加いたしました。
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・リサイクル・省資源への取組み

営業店の文書・帳票などの情報資産管理の厳格化と事務効率化を図るため、文書管理

 

システムを導入しております。文書保存用ファイルはとじ具を含め100

 

％紙製のものを

 

使用し、保存期限が経過した情報資産をファイルのまま溶解のうえリサイクルできるよ

 

うにしております。

 

また、大量に使用する伝票や封筒、印刷物についての再生紙利用、ペーパーレス化の

 

推進、グリーン購入の推進など、日常的な環境負荷の軽減にも努めております。

温室効果ガス排出削減および節電対策の一環として、

 

夏期にクールビズを、冬期にウォームビズを実施してお

 

ります。

 

夏期は室内温度を28℃、原則上着・ネクタイの着用を

 

不要とする軽装とし、冬期は室内温度を20℃として暖か

 

い服装で勤務するなど、地球温暖化防止への意識高揚に

 

も貢献しております。

・クールビズ・ウォームビズの実施

環境負荷の軽減に向けた取組み

環境省が実施する「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」に参加し、銀行施設の一

 

部のライトダウンを実施するなど、地球温暖化防止に向けた取組みを行っております。

・ライトダウンキャンペーンへの参加

エネルギー使用量の削減などを通じた温室効果ガス排出削減に貢献するため、低酸素社

 

会実現に向けた気候変動キャンペーン「Ｆｕｎ

 

ｔｏ

 

Ｓｈａｒｅ」に賛同企業として参加

 

し、地球温暖化防止に向けた取組みを行っております。

・Ｆｕｎ

 

ｔｏ

 

Ｓｈａｒｅ宣言への賛同

啓発活動などの環境保全活動

・環境に配慮した店舗の設置

ＬＥＤ照明および省エネ型空調機を導入した「環境対応店舗」として、平成28年4

 

月に

 

東京支店、10月に小名浜支店を新築・開店いたしました。

 

また、省エネルギーへの取組みを強化するため、建替えを予定している店舗等を除いた

 

全ての店舗およびキャッシュサービスコーナーを対象に、営業室やロビー等の照明を蛍光

 

管からＬＥＤ（発光ダイオード）へ切替えております。

・省エネ型空調機への切替え

既存設備の更新時期に合わせ、省エネ型空調機への切替えを推進しております。

・環境に配慮した営業車両の導入

ガソリン等の使用による温室効果ガス排出の抑制を図るため、営業車両などの更新、追

 

加の際は、ハイブリッド車等の環境に配慮した車両を導入しております。

・環境に配慮した素材を使用した通帳の取扱い

通帳の素材に再生紙としてリサイクルが可能な「紙クロス」を使用しております。また、

 

焼却時の有毒ガス発生を抑制するため、印刷塗料に「植物油インキ｣を使用し、磁気ストラ

 

イプには「脱塩化ビニル」の素材を採用しております。
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東北学院大学提供講座

平成23年度より、地域経済の発展と人材育成に資する教育研究を通じて、地域の社会貢

 

献を推進することを目的に、実践的な銀行実務をテーマとした「七十七銀行提供講座」を

 

東北学院大学において開講しております。

6回目となる平成28年度は、本講座では初めて女性行員による講義が行われ、353名の学

 

生が受講しました。

（３）金融教育の支援

人生設計や生活防衛に不可欠な金融経済知識を習得する教育事業を通じて、地域への社

 

会貢献を図るため、特定非営利活動法人金融知力普及協会との共催により、全国高校生金

 

融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」宮城大会を平成21年度より開催しております。

平成28年12月、当行本店で開催した宮城大会では、7

 

校17チーム（34名）の皆さまにご

 

参加いただき、優勝チームは宮城県を代表して全国大会へ出場しました。

全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」宮城大会

体験型教育プログラム「スチューデント・シティ」の活動

七十七銀行金融資料館

平成10年12月、創業120周年を記念し、地域の皆さまの

 

長年のご愛顧への感謝を込めて、七十七銀行金融資料館

 

を開設いたしました。展示パネルや実物資料、映像、体

 

験展示などを通して、お金の歴史と役割、銀行の誕生と

 

発展、宮城県や日本の産業経済等をわかりやすく紹介し

 

ております。

平成28年度は、小・中学校計37校の学生を含む約1,200

 

名の皆さまにご来館いただき、金融教育の場にご活用い

 

ただきました。

所在地：七十七銀行本店4階

 

入館無料

開館時間：平日9:00～15:00（銀行休業日は休館）

（地域開発部調査課

 

022-211-9735）

当行では、本プログラムの協賛企業として、銀行窓口を再現したブースを設置するとと

 

もに、運営ボランティアの派遣を行っております。平成28年度は、119校約8,400名の児童

 

が参加いたしました。

平成26年9月より仙台市が開設した就業体験施設「仙台

 

子ども体験プラザ－Ｅlem」において 、小学生向け体験型

 

教育プログラム「スチューデント・シティ」の活動を行っ

 

ております。

 

本プログラムは、再現された店舗・事務所での従業員や

 

顧客としての体験を通じて、経済や社会の仕組み、仕事の

 

流れなどについて学ぶもので、仙台市の公立小学校5、6年

 

生の授業のカリキュラムの一部として行われます。
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七十七ふれあいコンサート

「七十七ふれあいコンサート」は、地域の小・中学生の皆さまに迫力ある生のオーケス

 

トラ演奏に接する機会を提供することを目的に、仙台フィルハーモニー管弦楽団に協力い

 

ただき、平成4年から継続して開催しているコンサートです。

平成28年4

 

月、富谷スポーツセンターにおいて、富谷町（現:富谷市）内の小学校の児童

 

約700

 

名をご招待して開催したほか、平成28年11

 

月には、仙南芸術文化センター「えずこ

 

ホール」において、大河原町内の小学校の児童約450

 

名をご招待し開催いたしました。

コンサート当日は、児童によるオーケストラ指揮の体験や、演奏者による楽器の解説等

 

を交えながら生演奏を楽しんでいただきました。

七十七スターライトシンフォニー

（４）文化活動の後援

仙台市民の手作りによる冬の風物詩として定着している“SENDAI光のページェント”

 

を、当行も市民の一員として盛り上げていくため、平成3年より「七十七スターライトシ

 

ンフォニー」と題してチャリティーコンサートを開催しており、今回で25回目を迎えま

 

した。

平成28年12月、堀内孝雄さんをゲストに迎え、仙台フィルハーモニー管弦楽団の演奏

 

をバックに数々のヒットナンバーをお届けしたほか、震災復興や光のページェントの運

 

営等に役立てていただけるよう募金活動を実施いたしました。

文化活動への協賛

地域の文化振興に貢献するため、多くの文化活動、祭・催し物等への協賛を行っており

 

ます。平成28年度は「第６回仙台国際音楽コンクール」や「東北障がい者芸術公募展」、

 

「大相撲仙台場所」等への協賛を行いました。
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「ベガルタ仙台」冠試合の開催

平成28年8月、サッカーＪ１リーグ「ベガルタ仙台ＶＳ

 

サンフレッチェ広島」戦を「がんばろう！七十七銀行マ

 

ッチデー」として開催いたしました。

 

当日は宮城県内にお住まいの親子合計90名の皆さまを

 

ご招待したほか、宮城県の物産展を開催いたしました。

 

また、来場された皆さまに「オリジナルうちわ」をプレ

 

ゼントいたしました。

地元プロスポーツチームを通じたスポーツ振興
ベガルタ仙台、東北楽天ゴールデンイーグルス、仙

 

台８９ＥＲＳのオフィシャルスポンサーとして、地元

 

プロスポーツチームの活動を支援し、地域のスポーツ

 

振興に貢献しております。

平成28年度は新たに、フットサルのプロスポーツ

 

チームである「ヴォスクオーレ仙台」のオフィシャル

 

スポンサーとなりました。

また、平成29年度より、子どもたちのスポーツ支援

 

を目的に、ベガルタ仙台のアカデミーチーム（小学生

 

～高校生）のユニフォームスポンサーとして活動を支

 

援してまいります。

（５）スポーツの振興

仙台国際ハーフマラソン大会でのボランティア活動

平成29年5月、「仙台国際ハーフマラソン大会」におい

 

て、行員40名が給水スタッフとしてボランティア活動

 

を行いました。

 

当行本店ビル近くに設置された給水所で給水作業を

 

行いながら、あいにくの雨にも負けず懸命に走るラン

 

ナーへ熱い声援を送りました。
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・

【バドミントン部】

平成28

 

年7月、塩釜市教育委員会主催のバドミントン講習会に講師として参加し、塩釜市

 

内の中学生約50名に対し、技術指導を実施いたしました。

 

平成28年12月、栗原西中学校バドミントン部約30名に対し、技術指導を実施いたしました。

 

平成29年3月、塩釜ジュニアクラブに所属する小学生約30名に対し、技術指導を実施いた

 

しました。

 

平成28年度は公益財団法人宮城県体育協会主催の「企業・大学による継続的地域スポーツ

 

教室」に参加し、ＮＰＯ法人泉パークタウンＳＰＯ＆ＣＯＭクラブに所属する中学生約20

 

名に対し、技術指導を合計10回実施いたしました。

・

・

【陸上競技部】

・

・

平成28年6月、「七十七銀行陸上競技記録会

 

チャレンジ2016 」を開催し、被災地域の学

 

生を含む約2,000名の皆さまにご参加いただき、当行行員約30名がボランティアとして大

 

会運営を補助しました。

 

平成28

 

年7

 

月および9月、宮城県スポーツ振興財団主催の小学生陸上クリニックで、小学

 

生約100

 

名に対し、技術指導を実施いたしました。

 

平成28年9月、吉岡小学校の6年生約120名に対し陸上競技の基本動作を指導いたしました。・

・技術指導等の主な取組み

【硬式野球部】

・平成28年11月、宮城県高等学校野球連盟主催の技術指導講習会に講師として参加し、高校

 

生約250名に対し、技術指導を実施いたしました。

平成28年11月、石巻市民球場において開催された「石巻スポーツフェスタ2016」に参加し、

 

石巻市のリトルシニアチーム3チーム約50名に対し、技術指導を実施いたしました。

・

平成28年12月、大崎地区の高校陸上選抜合宿に講師として参加し、高校生約100名に対し、

 

技術指導を実施いたしました。

 

平成29年2月、宮城県高体連主催の強化合宿練習会に講師として参加し、高校生約150名に

 

対し、技術指導を実施いたしました。

 

平成29年2月、柴田町主催の陸上教室に講師として参加し、小中学生約50名に対し、技術

 

指導を実施いたしました。

・企業スポーツとしての大会出場実績

当行では、運動部の活動を通じて地域のスポーツ振興に取り組んでおります。

硬式野球部、陸上競技部、バドミントン部は、都市対抗野球大会や日本陸上競技選手権大

 

会、バドミントン日本リーグなど、全国レベルの大会等に出場しているほか、スポーツ振興

 

を通じて震災復興の一助になればとの思いを込め、技術指導等を積極的に行っております。

運動部の活動を通じたスポーツ振興

・

・

・

・

運動部名 出場・入賞実績

硬式野球部 ・第87回都市対抗野球大会出場

陸上競技部 ・第100回日本陸上競技選手権大会　 女子200ｍ　   第6位入賞

・バドミントン日本リーグ大会　　優勝
・バドミントンＳ／Ｊリーグ入替戦　　Ｓ／Ｊリーグ昇格

・アイルランドパラバドミントンインターナショナル2016　　優勝
・インドネシアパラバドミントンインターナショナル2016　　優勝
・アジアパラバドミントン選手権2016　　準優勝
・日本障がい者バドミントン選手権大会2016　　優勝

バドミントン部
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（６）社会福祉への貢献

七十七交通安全協力会

交通安全運動の推進とその支援・協力を行う、「七十七交通安全協力会」を組織しており

ます。本協力会では、交通安全意識高揚の一助となるよう､昭和44年から毎年、宮城県内の

新入学児童に「交通安全下敷」を寄贈しております。

企業献血による献血事業への協力

医療に必要な血液の安定的な確保に寄与するため、宮城

県赤十字血液センターの協力を受け、企業献血を実施して

おります。平成28年度は、本店、泉センターの他、営業店

11ヵ店において移動採血車による献血を実施しており、396

名が参加いたしました。また、当行は、平成20年に創業130

周年を記念して、宮城県赤十字血液センターに移動採血車1

台を寄贈しており、県内各地でご活用いただいております。

災害用常備品（食料・飲料水）を寄贈

平成28年8月、本部・営業店で保管していたアルファ米、

缶入りパン、ハンバーグ、飲料水など、更新時期が近づい

た約3,600名分の災害用常備品を、広く福祉に役立てていた

だくためフードバンク（注）に寄贈いたしました。
（注）フードバンクとは、企業などから寄贈された食品を、支援を必要と

する福祉分野の施設・団体に無償で提供する事業です。

七十七愛の募金会

「七十七愛の募金会」は当行がこれまで地域社会から受

けてきたご支援への感謝の意を表すため、平成6年に社会福

祉事業・施設等への寄付を目的として、当行役職員が設立

いたしました。

平成28年度は、宮城県内社会福祉協議会から推薦を受け

た社会福祉施設 9団体と、ボランティアグループ17団体に

対し、約340万円を寄付いたしました。

また、平成28年（2016年）熊本地震にかかる募金活動を

実施し、集まった募金総額243万円を災害義援金として、日

本赤十字社に贈呈いたしました。

「小さな親切」運動

当行は、「小さな親切」運動宮城県本部の設立以来、41年にわたりその活動の事務局を

務めており、企画・運営に携わっております。平成28年度は、県内の小学校などに当運動

のシンボルフラワーであるコスモスの種子を寄贈しましたほか、使用済の切手やプリペイ

ドカードの収集を行い収集実践団体等へ寄贈しました。また、県内の社会福祉施設に車椅

子を寄贈するとともに、老人福祉施設を慰問し演芸大会などを行っております。

自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の設置

人命救助への備えとして、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を、事務センター、泉セン

ター、研修所および宮城県内営業店14ヵ店（本店営業部、名掛丁、二日町、卸町、長町、

泉、宮町、塩釜、石巻、気仙沼、古川、佐沼、白石、岩沼）に設置しております。
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行員の接客レベル向上に向けた資格取得等の促進

・「サービス・ケア・アテンダント」の資格取得

お身体の不自由なお客さまをはじめ、あらゆるお客さまに配慮した適切なコミュニケー

 

ション力を養い、より質の高い接客サービスを提供するため、「サービス・ケア・アテン

 

ダント(注)」の資格取得を進めております。（平成29年3月末現在資格取得者数：359名）

・「認知症サポーター」養成への取組み

認知症に対する正しい知識を身に付け、窓口等で適切な顧客対応を行うとともに、地域

 

金融機関として、認知症の方やそのご家族が安心して暮らせる地域社会づくりに貢献する

 

ため、「認知症サポーター(注)」養成講座の受講を進めております。（平成29年3月末現在

 

受講者数：1,709名）

 

(注)認知症を正しく理解し、日常生活の中で認知症の方やそのご家族の支援を行うサポーターです。

（注）一般社団法人公開経営指導協会が運営する資格で、サービスを提供するあらゆる場面において「困って

 

いる全ての方」へのサービス向上を目的とした資格です。

優先席の設置
ご高齢のお客さまやお子さま連れのお客さま等が、待ち時間に優先的にお座りいただけ

 

る優先席をすべての営業店に設置しております。

代筆のお取扱い

視覚などに障がいがあるお客さまからのご依頼に応じ、預金の預入れ・払出し、ご融資、

 

預り資産などのお取引について、行員等がお客さまに代わって必要書類を記入するお取扱

 

いを行っております。

音声案内機能付ＡＴＭの設置および優先利用を依頼するポスターの掲示

視覚に障がいがあるお客さま向けに、全てのＡＴＭに

 

音声案内機能を設置するとともに、当行リーフレット

 

「ＡＴＭ活用ガイド」には「音声コード」を表示してお

 

り、専用の読取り機を使用することで、音声による再生

 

案内ができるようにしております。

また、長時間並んで待つことが困難なご高齢のお客さ

 

まや障がいがあるお客さま等が混雑時にＡＴＭを優先的

 

に利用できるよう、ＡＴＭご利用のお客さまへ協力を依

 

頼するポスターをＣＳコーナーに掲示しております。

視覚障がい者向け研修会開催

平成28年6月および10月、新伝馬町支店において、公益財団法人宮城県視覚障害者福祉

 

協会の視覚障がい者向け援護従業者養成研修の一環として、ＡＴＭ利用の実技研修会を開

 

催いたしました。この研修は平成26年度から開催しております。

ひざのせ記帳台の設置

ご高齢のお客さまや障がいがあるお客さまが、ソファー等に座ったまま伝票や帳票への

 

記入ができるよう、ひざのせ記帳台をすべての営業店に設置しております。

卓上型対話支援システム（コミューン）の設置

平成28

 

年7月、ご高齢のお客さま等に安心して当行をご利

 

用いただけるよう、スムーズなコミュニケーションを可能と

 

する卓上型対話支援システム「コミューン」を宮城県内すべ

 

ての営業店に設置いたしました。この機器は、話し手の声を

 

高性能のマイクで集音し、卵形状のスピーカーを通して聞き

 

取りやすい音声として再現するものです。



－

 

80 －

コミュニケーションボード、筆談ボードおよび聴覚障がい者誘導表示板の設置

窓口での会話等に不安のあるお客さま（聴覚に障が

 

いがあるお客さま・外国人・ご高齢の方等）が安心し

 

てご利用いただけるよう、来店・取引目的等の確認を

 

行うための「コミュニケーションボード（注）」や「筆談

ボード」を全営業店に導入しております。

また、各営業店の店頭には「聴覚障がい者誘導表示

 

板」を掲示し、聴覚に障がいがあるお客さまに、筆談

 

対応を行っております。

２．ハートウォーミングな対応の強化

・視覚などに障がいがあるお客さまに対する窓口扱い振込手数料の引き下げ

視覚などに障がいがあり、ＡＴＭでのお振込みのご利用が困難なお客さまにつきまして

 

は、窓口扱いの振込手数料を、当行キャッシュカードを利用しＡＴＭでお振込みを行った

 

場合の振込手数料と同額に引き下げしております。

身体障がい者補助犬の受入れの表示

身体障がい者補助犬の店舗内受入れを行っており、各営

 

業店の入口には、補助犬受入れを示すステッカーを貼付し

 

ております。

店舗入口へのスロープ設置、段差解消

車いすでの入店がしやすいよう、店舗入口へのスロープ

 

の設置や段差解消を積極的に進めております。

・視覚障がい者向け点字サービス

当行では、普通預金と貯蓄預金の月末残高およびお取引の明細を、年12回（作成基準

 

日：毎月末日）通知する視覚障がい者向け点字サービスをお取扱いしております。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ 聴覚障がい者
誘導表示板

(注)全国銀行協会で作成した、代表的な取引や手続等を絵記号化したものです。

・点字付ＩＣキャッシュカード

視覚に障がいがあるお客さまが、当行のキャッシュ

 

カードであることを識別できるよう、カード表面に

 

「数字77」を示す点字表示を施した「点字付ＩＣ

 

キャッシュカード」を発行しております。

点字
表示

視覚などに障がいがあるお客さまへの対応

・ホームページの「音声読み上げ機能」

ご高齢のお客さまや障がいがあるお客さまに対する利便性を向上するため、当行ホーム

 

ページには「音声読み上げ機能」がございます。ホームページ上の「音声読み上げ」ボタ

 

ンをクリックするだけで、自動音声が文章を読み上げます。情報を音声でも提供すること

 

で、視力の弱い方や目の疲れやすい方にも快適にホームページをご利用いただけます。

ホームページにおける対応

ご高齢のお客さまや障がいがあるお客さまに対する当行の取組みを皆さまに知っていた

 

だき、ご利用いただくため、ホームページのトップページへ専用のバナーを設置しており

 

ます。

ご高齢のお客さまや障がいがあるお客さまに、安心して当行をご利用いただけるよう、

 

宮城県内の全営業店に車いすを設置しております。

営業店への車いすの設置

・「バリアフリーへの取組み」専用バナーの設置
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２．ハートウォーミングな対応の強化

当行では、お客さまからのお問い合わせ、ご相談、苦情、ご要望等を真摯に受け止め、

 

商品・サービスの見直しや改善に繋げるなど、全行を挙げて「お客さまの声」を積極的に

 

活かすための取組みを行っております。

お客さまの声を活かす取組み・体制

・商品・サービスの見直しや改善への取組み

本部や営業店にお客さまから寄せられるお問い合わせ、ご相談、苦情、ご要望等の内容

 

は、全行的に共有するとともに内容を分析し、再発防止や改善活動に繋げるようＰＤＣＡ

 

（注）を展開し実践しております。

注．Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）

「金融ＡＤＲ制度」について

「金融ＡＤＲ制度」とは、紛争事案について裁判によらず、紛争解決（ＡＤＲ）機関

 

によるあっせん・調停・仲介のもと、公正中立な立場で紛争の解決を行う制度です。

当行では、指定紛争解決機関として、「一般社団法人全国銀行協会」と契約しており

 

ます。

全国銀行協会相談室

TEL：0570-017109または03-5252-3772

・「お客さまの声」をお聞かせください

商品やサービスなどについて、お気づきの点やお感じになったこと、

 

また、ご意見・ご要望などをお客さまからお聞かせいただくツールと

 

して、全店に「お客さまご意見カード」を設置しております。

※お問い合わせ、ご相談、苦情、ご要望等につきましては、当行本支店

 

または以下の受付先までお申し出ください。

お客様サポート課

〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目３番20号

TEL:022-267-1111(代)

電子メール：当行ホームページ（

 

http://www.77bank.co.jp/）

【お客さまからのご意見への対応事例】

・窓口において名前ではなく、番号で呼んでほしい

⇒お名前でのお呼び出しを希望されないお客さまには、番号によるお呼び出しを可能

とする対応を全営業店で実施いたしました。

・ＡＴＭで通帳繰越ができるようにしてほしい

⇒ＡＴＭでの普通預金通帳および一部の総合口座通帳の繰越を可能といたしました。(注)

・ＡＴＭで硬貨の入出金ができるようにしてほしい

⇒ＡＴＭでの硬貨の入出金の取扱いを、原則として平日8:00～18:00において可能とい

たしました。（注）

・ＡＴＭの取扱時間を延ばしてほしい

⇒県内のキャッシュサービスコーナーの営業時間を拡大し、原則として7:00～22:00と

いたしました。（注）

（注）ＡＴＭの設置場所により、取扱内容・時間が異なります。
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地域再生・活性化ネットワーク参加行による大規模災害発生時の広域相互支援協定

地域再生・活性化ネットワーク参加行9行で、「大規

 

模災害発生時の広域相互支援協定」を締結しております。

 

本協定に基づき、参加行の営業地域において大規模災害

 

が発生した場合でも、各参加行が安定的に金融機能を提

 

供できるよう相互に支援・協力してまいります。

３．防災体制の強化

山形銀行との災害時における相互協力協定

当行は、災害が発生し、それぞれの営業地域において被災した場合、人員の派遣や物資

 

等の供出、施設の提供などで相互に協力し合うことを目的として、山形銀行と災害時相互

 

協力協定を締結しております。

発行：株式会社七十七銀行

 

総合企画部

 

広報・関連事業課

〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目３番20号
℡

 

022-267-1111(代)

ホームページアドレス

 

http://www.77bank.co.jp/

※地域再生・活性化ネットワーク参加行：北海道銀行、当行、千葉

銀行、八十二銀行、静岡銀行、京都銀行、広島銀行、伊予銀行、

福岡銀行（地域順）

災害等発生時に、お客さまの身の安全を確保するため、お客さま用ヘルメットを全営

 

業店およびローンセンターのロビー等に設置しております。

衛星携帯電話の設置

災害等発生時における本部・営業店・お取引先等との連絡体制の強化を図るため、固定

 

電話や携帯電話等の通信が規制された場合においても通信が可能である衛星携帯電話を全

 

営業店に設置しております。

お客さま用ヘルメットの設置
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